
第５６回神河町議会定例会に提出された議案

○町長提出議案

報 告 第 １ 号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

報 告 第 ２ 号 専決処分の報告の件（傷害事故に係る損害賠償の額の決定及びその和

解）

第 １ 号 議 案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件

第 ２ 号 議 案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

第 ３ 号 議 案 神河町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

第 ４ 号 議 案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

第 ５ 号 議 案 ケアステーションかんざき設置条例の一部を改正する条例制定の件

第 ６ 号 議 案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

第 ７ 号 議 案 神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例

制定の件

第 ８ 号 議 案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

第 ９ 号 議 案 神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件

第１０号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件

第１１号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及

び規約変更の件

第１２号議案 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約変更の件

第１３号議案 平成２５年度神河町水道事業会計資本剰余金の処分の件

第１４号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更の件

第１５号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件

第１６号議案 平成２５年度神河町一般会計補正予算（第６号）

第１７号議案 平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

第１８号議案 平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

第１９号議案 平成２５年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）

第２０号議案 平成２５年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第３号）

第２１号議案 平成２５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第４号）

第２２号議案 平成２５年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第２号）

第２３号議案 平成２５年度神河町水道事業会計補正予算（第５号）
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第２４号議案 平成２５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

第２５号議案 平成２５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

第２６号議案 平成２６年度神河町一般会計予算

第２７号議案 平成２６年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第２８号議案 平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第２９号議案 平成２６年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第３０号議案 平成２６年度神河町介護保険事業特別会計予算

第３１号議案 平成２６年度神河町土地開発事業特別会計予算

第３２号議案 平成２６年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算

第３３号議案 平成２６年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第３４号議案 平成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第３５号議案 平成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第３６号議案 平成２６年度神河町水道事業会計予算

第３７号議案 平成２６年度神河町下水道事業会計予算

第３８号議案 平成２６年度公立神崎総合病院事業会計予算

○議会提出議案

発 議 第 １ 号 神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定の件

発 議 第 ２ 号 神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件
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神河町告示第10号

第56回神河町議会定例会を次のとおり招集する。

平成26年２月27日

神河町長 山 名 宗 悟

１ 期 日 平成26年３月４日

２ 場 所 神河町役場 議場

○開会日に応招した議員

小 林 和 男 藤 森 正 晴

立 石 富 章 廣 納 良 幸

髙 橋 省 平 藤 原 日 順

松 山 陽 子 成 田 政 敏

藤 原 裕 和 山 下 皓 司

宮 永 肇 安 部 重 助

赤 松 正 道

○応招しなかった議員

な し
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平成26年 第56回（定例）神 河 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成26年３月４日（火曜日）

議事日程（第１号）

平成26年３月４日 午前９時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 発議第１号 神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定の件

日程第５ 発議第２号 神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件

日程第６ 報告第１号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第７ 報告第２号 専決処分の報告の件（傷害事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第８ 第１号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第２号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

第３号議案 神河町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第10 第４号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第５号議案 ケアステーションかんざき設置条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第12 第６号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第７号議案 神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する

条例制定の件

日程第14 第８号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第15 第９号議案 神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第10号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

日程第17 第11号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増

減及び規約変更の件

日程第18 第12号議案 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約変更の件

日程第19 第13号議案 平成25年度神河町水道事業会計資本剰余金の処分の件
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日程第20 第14号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更の件

日程第21 第15号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件

日程第22 第16号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第６号）

日程第23 第17号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第24 第18号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第25 第19号議案 平成25年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）

日程第26 第20号議案 平成25年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第３号）

日程第27 第21号議案 平成25年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第28 第22号議案 平成25年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第２号）

日程第29 第23号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第５号）

日程第30 第24号議案 平成25年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

日程第31 第25号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第32 第26号議案 平成26年度神河町一般会計予算

第27号議案 平成26年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第28号議案 平成26年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第29号議案 平成26年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第30号議案 平成26年度神河町介護保険事業特別会計予算

第31号議案 平成26年度神河町土地開発事業特別会計予算

第32号議案 平成26年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算

第33号議案 平成26年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第34号議案 平成26年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第35号議案 平成26年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第36号議案 平成26年度神河町水道事業会計予算

第37号議案 平成26年度神河町下水道事業会計予算

第38号議案 平成26年度公立神崎総合病院事業会計予算

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸報告

日程第４ 発議第１号 神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定の件

日程第５ 発議第２号 神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件

日程第６ 報告第１号 専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びそ

の和解）

日程第７ 報告第２号 専決処分の報告の件（傷害事故に係る損害賠償の額の決定及びそ
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の和解）

日程第８ 第１号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第２号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

第３号議案 神河町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第10 第４号議案 神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第５号議案 ケアステーションかんざき設置条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第12 第６号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第13 第７号議案 神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する

条例制定の件

日程第14 第８号議案 神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第15 第９号議案 神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件

日程第16 第10号議案 神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定の件

日程第17 第11号議案 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増

減及び規約変更の件

日程第18 第12号議案 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約変更の件

日程第19 第13号議案 平成25年度神河町水道事業会計資本剰余金の処分の件

日程第20 第14号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更の件

日程第21 第15号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件

日程第22 第16号議案 平成25年度神河町一般会計補正予算（第６号）

日程第23 第17号議案 平成25年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第24 第18号議案 平成25年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第25 第19号議案 平成25年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）

日程第26 第20号議案 平成25年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第３号）

日程第27 第21号議案 平成25年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第28 第22号議案 平成25年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第２号）

日程第29 第23号議案 平成25年度神河町水道事業会計補正予算（第５号）

日程第30 第24号議案 平成25年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）

日程第31 第25号議案 平成25年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）

日程第32 第26号議案 平成26年度神河町一般会計予算
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第27号議案 平成26年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

第28号議案 平成26年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

第29号議案 平成26年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

第30号議案 平成26年度神河町介護保険事業特別会計予算

第31号議案 平成26年度神河町土地開発事業特別会計予算

第32号議案 平成26年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算

第33号議案 平成26年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

第34号議案 平成26年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

第35号議案 平成26年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

第36号議案 平成26年度神河町水道事業会計予算

第37号議案 平成26年度神河町下水道事業会計予算

第38号議案 平成26年度公立神崎総合病院事業会計予算

出席議員（13名）

１番 小 林 和 男 ８番 藤 森 正 晴

２番 立 石 富 章 ９番 廣 納 良 幸

３番 髙 橋 省 平 11番 藤 原 日 順

４番 松 山 陽 子 12番 成 田 政 敏

５番 藤 原 裕 和 13番 山 下 皓 司

６番 宮 永 肇 14番 安 部 重 助

７番 赤 松 正 道

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 澤 田 俊 一 主査 槇 良 裕

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 建設課長 藤 原 龍 馬

副町長 細 岡 重 義 地籍課長 藤 原 靖 彦

教育長 澤 田 博 行 上下水道課長 坂 本 康 弘

会計管理者兼会計課長 橋 本 三千也 健康福祉課長兼地域局長

総務課長 前 田 義 人 佐 古 正 雄

総務課参事兼財政特命参事 病院事務長 細 岡 弘 之
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太 田 俊 幸 病院医事課長兼総務課長

情報センター所長 村 岡 悟 浅 田 譲 二

税務課長 玉 田 享 病院総務課副課長 藤 原 秀 明

住民生活課長 足 立 和 裕 教育課長 谷 口 勝 則

地域振興課長 野 村 浩 平 教育課参事 藤 原 良 喜

地域振興課参事 小 林 一 三

議長挨拶

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。開会に先立ちまして、一言御挨

拶を申し上げます。

寒かった冬がようやく過ぎ、寒暖を繰り返しながらも春の兆しが見えてきました。本

日も爽やかな天気のきょうこのごろでございます。

本日ここに第５６回神河町議会定例会が招集されましたところ、議員各位には御健勝

にて全員の御参集を賜り開会できますことは、町政のため、まことに御同慶にたえませ

ん。

先日行われました冬の祭典、ソチオリンピックも無事終了し、それぞれの方がいろい

ろな形で応援されたと思います。期待どおりに活躍できた選手、メダル候補と期待され

ながらも涙をのんだ選手、オリンピック独特の雰囲気の中での戦いに、世界中が感動と

興奮に沸いた１７日間でした。強い意思で諦めなければ目指しているものはできるとい

う、そんな選手の言葉に私も感動したところであります。

また、東日本大震災から早くも３年を迎えようとしております。多くの問題や課題が

あり、復興に時間がかかっているように思います。原発問題につきましても賛否両論、

解決には時間がかかるようです。何はともあれ、被災された皆様方の気持ちだけは私た

ちがしっかりと受けとめ、一日でも早いもとの生活に戻られることを念願する次第であ

ります。

今次定例会に付議されます案件は、後ほど議会運営委員長から説明があろうかと思い

ますが、町長からは、平成２５年度各会計補正予算並びに平成２６年度各会計当初予算

等計４０件、議会からは、発議第１号、神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定

の件、発議第２号、神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件であります。

いずれも極めて重要な案件であります。私たち議会におきましては任期最後の定例会と

なります。責任を持って務めなければと強く感じております。議員各位並びに執行部に

おかれましても格別の御精励を賜りまして、慎重審議の上、適正、妥当な結論が得られ

ますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。議会の開会に当たりまして、私のほうか
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らも一言御挨拶を申し上げます。

３月に入りまして、本当に寒暖の差が激しい日が続いているわけでございます。議員

の皆様には、そのような中、御健勝のこととお喜び申し上げます。

大会史上最多の８８カ国、地域から約２，９００名の選手が参加をし、熱戦を繰り広

げたソチオリンピック、議長の挨拶にもありましたが、多くの感動の中、無事１７日間

の祭典を閉幕いたしました。１５歳という最年少での銀メダル、そしてまた最年長、４

１歳での銀メダル、そういった幅広い選手の皆様方の頑張りは、私たちにたくさんの勇

気と感動を与えてくれました。大きな重圧の中で、これまで支えてくれた方への感謝の

気持ちを伝えるためにと高梨沙羅選手の言葉の中には、このオリンピックが選手にとっ

ても私たち国民にとっても特別なものであることを強く感じたオリンピックでした。こ

の７日からはパラリンピックが開幕いたします。多くの感動のシーンが生まれることを

期待するところであります。

東日本大震災から３年が経過しようとしています。これより本格的な復興が始まって

いるところでございます。そのような中、ことしも２月の半ばに日本列島を異常気象が

襲ったわけであります。関東、甲信など太平洋側を襲った記録的な大雪の中で、孤立集

落が出てまいりました。安全⋞安心の町づくりのためには、いつ起こるかもしれない災

害への備え、そして地域のきずなが欠かせません。

そのような中、１２日には災害時におけるＬＰガス等の支援協力に関する協定調印を

行いました。あってはいけないことではありますが、今後、神河町で地震、風水害等大

規模な災害が発生または発生するおそれがある場合、避難所等へのＬＰガス等の供給確

保を行ってまいることができております。神河町は、現在も兵庫県立大学との連携によ

りさまざまなイベントや古民家再生事業等に取り組んでいるところでありますが、昨日

３日には、宮城大学を含めた３カ年の三者共同事業として、文科省の補助事業でありま

す大学間連携共同教育推進事業で町づくりの担い手、いわゆるコミュニティ⋞プランナ

ー育成のための実践的教育課程の構築の取り組みについての協定調印を行いました。地

域の課題、問題を学生たちが地域の方々との共同作業により解決の糸口を見出し、神河

町にとって持続可能な地域形成になることを期待するものであります。より一層の産官

学地域連携の町づくりを進めてまいりたいと考えております。

３月もさまざまな行事が満載であります。カーミンの春まつり、桜の山⋞桜華園オー

プン、春の風物詩、砥峰高原の山焼きイベントなどなど話題は盛りだくさんであります。

多くの方々に楽しんでいただきたいと考えております。

さて、本日は第５６回神河町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には

繰り合わせての御出席を賜りまして議会が開催できますことを厚くお礼申し上げます。

今定例会には、専決処分２件、条例制定、改正が１０件、規約変更２件、剰余金処分

１件、計画変更と制定２件、平成２５年度各会計の補正予算１０件、そして平成２６年

度各会計予算１３件の計４０件を提出させていただきました。議員各位には、よろしく
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御審議を賜り御承認いただきますようお願いを申し上げまして、開会に当たりましての

挨拶とさせていただきます。

午前９時０８分開会

○議長（安部 重助君） ただいまの出席議員数は１３名であります。定足数に達してお

りますので、第５６回神河町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に入ります前に御連絡いたします。病院総務課長、通院のために欠席届が出てお

りますので御了承願います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（安部 重助君） 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長から指名いたします。

９番、廣納良幸議員、１１番、藤原日順議員、以上２名を指名いたします。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 次の日程に入る前に、先般開かれました議会運営委員会の決定

事項について委員長から報告を受けます。

廣納良幸議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（廣納 良幸君） おはようございます。

議会運営委員会の報告を申し上げます。去る２月２７日、議会運営委員会を開催し、

今期定例会の議事運営について協議し、決定した事項を御報告申し上げます。

まず、会期の日程ですが、本日から３月２７日までの２４日間と決しております。

町長から提出されます議案は、専決処分の報告２件、条例の一部改正１０件、組合等

の規約変更２件、企業会計の資本剰余金の処分１件、辺地に係る公共施設の総合整備計

画の変更と策定が各１件、補正予算１０件、平成２６年度当初予算１３件の計４０件が

提出されております。

議会からの提出議案は、神河町議会会議規則と委員会条例の一部改正２件であります。

議事日程につきましては、お手元に配付しております日程表のとおりでございます。

第１日目と第２日目は提案説明のみでありますが、本日、発議第１号と発議第２号は

質疑の後に表決をお願いし、報告第１号と報告第２号は了承をお願いしたいと思います。

第３日目と第４日目は質疑を行い、第１号議案から第１５号議案は表決をいたします。

第１６号議案の一般会計補正予算は、総務文教常任委員会に審査を付託することとして

おります。また、第２６号議案から第３８号議案までの平成２６年度各会計当初予算に

ついては、質疑の後に議長を除く全議員により予算特別委員会を設置し、審査を付託す

ることとしております。
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第５日目の一般質問の前に、総務文教常任委員会に付託しました第１６号議案につい

て、審査報告の後に討論、採決を行います。あわせて第１７号議案から第２５号議案の

特別会計、企業会計補正予算についても討論、採決を行うこととしております。

一般質問につきましては、事前に通告のとおり通告締め切りをあす３月５日の午前９

時とし、本会議第５日目の２４日と第６日目の２５日に行うこととしております。

２７日の最終日には、予算特別委員会に付託しました第２６号議案から第３８号議案

について、審査報告の後に討論、採決をお願いすることとしております。

なお、閉会中に要望書２件を受理しておりますが、議会運営基準第１４０条の規定に

より配付をさせていただいております。

以上のとおり今期定例会の会期日程及び議事日程について決定し、議長にお願いをい

たしております。議員各位には格段の御協力をよろしくお願いを申し上げます。

以上で報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 議会運営委員長の報告が終わりました。

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（安部 重助君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月２７日までの２４日間といた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら３月２７日までの２４日間と決定しました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸報告

○議長（安部 重助君） 日程第３、諸報告でございます。

まず、監査委員より例月出納検査の監査報告を提示していただいております。お手元

にその写しを配付いたしておりますので、御一読願います。

閉会中の主な事柄については、別紙一覧表として配付いたしております。

なお、各委員会の閉会中の活動状況については、各委員長より報告をしていただきま

す。

まず、総務文教常任委員長、お願いいたします。

成田委員長、どうぞ。

○総務文教常任委員会委員長（成田 政敏君） 失礼いたします。総務文教常任委員会委

員長、成田でございます。２月の１３日に終日行いました事務調査につきまして御報告

を申し上げます。

２月の事務調査事項につきましては、事務事業の執行状況及び予算執行状況、重要事

－１２－



業目標管理進捗状況について報告を受けまして、問題点と課題について質疑及び議論を

行いました。その中の主なものについて報告を申し上げます。

まず、教育委員会の教育課所管でございます。

神崎小学校の開校に伴いまして、徒歩通学距離４キロメートル以内の見直しというこ

とが課題になっていましたが、このたび検討結果について最終報告を受けました。徒歩

通学距離は、現行どおり全小学校とも現状維持の４キロメートル以内に決定したという

ことでございます。課題となっていた地区の関係者にも、話し合いで理解が得られてお

ります。かつ保護者にも理解を得ているとの報告を受けております。この件につきまし

ては、総務文教常任委員会としては特に異論は出ておりません。

次に、長谷小学校、寺前小学校の体育館天井耐震工事が入札不調で、平成２６年度に

実施するとの報告を受けております。

越知谷幼稚園については、既に報告しておりますように、これも入札不調で平成２６

年度に実施することになっています。材料費の高騰、あるいは作業員の確保ができなく

て工期が確保できないなどが主な理由でありますが、２６年度は予算を増額して実施し

たい旨の報告を受けております。

越知谷幼稚園については、建設場所を日当たりのよい現在建っておる場所にすればと

いう意見を出しましたが、この要望につきましては、再度現地の確認、あるいは現場と

の打ち合わせをやった上で結論を出しているので、提案どおりの実施に理解を願いたい

との教育長の回答であります。

このたび入札不調の状況は理解できるが、一つの原因に設計発注がおくれたことが挙

げられております。今後の工程管理の中で、より工期の短縮を念頭に置いた仕事をして

ほしいという要望あるいは指摘をいたしました。

次に、問題を抱える子供たち、不登校であるとかいじめ、あるいは発達障害等という

ことでございますが、この問題解決、対応策はどうなっているかを尋ね、議論をいたし

ました。

学校においては、適応教室において担任、学年主任、養護教諭、相談員、カウンセラ

ーの方たちがかかわり合いながら細かな対応をしている実態の報告がありましたが、委

員会として問題を投げかけていますのは、対策が対症療法になっている。対症療法とは、

起こっている、発生している現象に対する対策レベルで終わっておりますと、こういう

ことでございます。行政としては、住民福祉の観点から、あるいは生涯教育の観点から、

少なくとも高校での状況を把握、つまり進学後の状況を把握、さらに成人するまでのフ

ォローアップができる体制づくりが必要であることを前々から言っているわけでござい

まして、その観点から対応、対策が不十分であるとの指摘をしております。

発達障害、自閉症、情緒障害の子供はふえる傾向にあるとの報告もあります。もっと

掘り下げた根本対策への取り組みが必要であると、このような議論をしたわけでござい

ます。そのためには、ここずっと議論し整備してまいりましたＰＤＣＡ、プラン⋞ドゥ
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ー⋞チェック⋞アクションのマネジメントサイクルを対策に取り入れ、長期的、継続的

な取り組みが望まれることを再度指摘いたしました。なかなか奥が深い問題でございま

すので、こういう議論をしたわけでございます。

さらに、このような現象は神河町だけの問題ではなくて、特別支援学校が足りなくて

ふやさねばならない状況もあります。日本全体の課題になっております。生理学的な病

理が根底にあると思われるので、当町としても従来のスタンスを変えて取り組むべきで

ある、環境因子などの原因を分析するべきであるとの要望も出しました。

この問題、課題につきましては、長期的、専門的に取り組むべき課題であり、教育行

政にとっても住民福祉の観点からとっても重要な課題であるということは周知の事実で

あります。総務文教常任委員会としては、解決しなければならない重要課題として次期

の新しい委員会に引き継ぐことにしました。教育長、副町長から、問題の把握、高校生

になってからの実態把握、化学物質、農薬などの脳神経への影響など、専門的な視点で

の勉強会などを検討していくとの前向きの回答が出ています。このことも踏まえ、次期

へ引き継いでまいります。

次に、交流センター所管でございます。

里親制度の考え方で、農家さんが留学生を月のうち１０日間預かる方式で現在運営さ

れております。農家さんも高齢化で引き受ける人がだんだん少なくなっている現状で、

今後この方式を維持するのかどうか、出生人数も把握できている実態から将来も見えて

おりまして、これらを踏まえた長期の政策を議論する必要があるのではないかとの質問

を行っております。当局は、当面現状のやり方を踏襲したいと、農家さんとは連携を密

にして今の方式で進めたいとの回答が出ております。将来どうでも農家さんの引き受け

手がなくなった場合はセンターでの宿泊方式が考えられるということでございますが、

育てる会との契約問題もあり早急な結論は出せないが、話し合う余地はあると、このよ

うな回答も出ております。

次に、給食センターの所管です。

特に問題になることはありませんでした。給食センターについては、地場産の農作物

の利用率を上げていただくという課題が残っております。現在２０％程度の利用率にな

っていますが、今後ふやすためには、少し農作物の形は悪いが無農薬あるいは有機栽培

の野菜で新鮮なものをどのように受け入れるかが一つの課題になっています。もう１点

は、食育をどう進展させるかがあります。長期的な取り組みとなりますが、この２点の

課題は次期委員会に引き継いでまいります。

次に、公民館の所管です。

古文書、古書など歴史的に価値のある本を提供いただく広告をしたと。貴重な「郷の

光」という古書の寄贈があった。今後さらに明治、大正、昭和初期のものを提供いただ

くよう広告を打つ計画をしていると報告を受けました。「郷の光」という本は、大正８

年に大正天皇が即位された記念に発行された本で、姫路から神崎郡寺前村、粟賀村のこ

－１４－



とがたくさん記述されている本で、一度読んでみる価値がある貴重な本であるとの意見

が出ております。

高齢者大学に入学される人数が減っているとの報告を受けましたが、人数をふやすこ

とも大切でありますが、それよりも、せっかく勉強される方に中身を充実するように要

望をいたしました。

教育委員会の委員会の検討結果がよく見えないと。実際どんなことが問題にされどん

なことが議論されているのか、総務文教常任委員会としてはそれを把握したいので、開

催ごとの議事録を一部議会に提示願いたいがという議論をいたしました。当局は、教育

委員会で出せるかどうか、出すならその方法について教育委員会で検討しますと回答が

ございます。

次に、情報センターの所管でございます。

神崎エリアの伝送路を光ケーブルに改修する費用等、今後１０年間の設備維持更新費

用を含め３つの運営方式の資料提供を受けました。それは公設公営、つまり公が設備を

投資して公が経営すると、こういうことですが、公設公営。それから公設で民営、運営

を民営に委託すると。次に、どちらも民設民営。これは３つの方式ですね。これについ

て、１０年間で見た場合、２０年間で見た場合、３０年間で見た場合の費用総額とその

差異の説明と、当局における内部での総合的比較検討結果の説明を受けました。説明資

料、詳しく出ておりますので、手元にあると思いますので御一読願いたいと思います。

将来展望、長期の設備更新について聞きましたが、以前から課題になっている町内一

斉放送は今回の設備更新計画でできるようになるのかという質問をいたしました。設備

的にはできることになりますが、問題は、ケーブルテレビ、この加入率がスタートは９

５％ぐらいあったと思いますが、現在９１％程度に減ってしまっておると、こういう現

状があるということです。したがって、公平な一斉放送ができないことが課題になって

きております。そこで浮上しているのが防災無線の考え方でございまして、防災情報と

プラス町の一斉放送も可能となるので新たな検討課題になってきておりますという説明

がございました。隣の市川町では既に防災無線の契約をいたしまして、昨年ですね、工

事進行中ということでございます。その契約額は２億１，５００万、これが参考の数字

でございます、防災無線。

委員会では、ケーブルテレビネットワークについては過去から、一つは自主運営、つ

まり独立採算の自主運営で赤字が出ないように経営の改善というものをやってほしいと

いうこと、次に２つ目は、多くの住民がケーブルテレビは必要であると思うように、要

は視聴率が高まるよう番組の改善をと提言を続けてきたわけでございます。

今回の報告に対して、将来の根本的な情報通信システムについて、番組の編成、自主

番組のあり方、告知放送、運営管理方法、あるいは過去に検討されました双方向システ

ム検討など、あるべき姿を研究して示すように再度要望しております。情報センター当

局も、最終的な判断をするには住民のニーズがどこにあるのかわからないというのが現
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状でございまして、判断はできないので、この住民のニーズアンケートというものを行

い最終判断に持っていきたいという申し出がありました。委員会としては、そのように

計らうよう了承しております。

今回、告知放送にかわる防災無線の考え方も出てきております。神崎エリアの同軸ケ

ーブルの中継増幅器、こういう仕組みがあるということでございますが、中継増幅器を

維持するのに、向こう１０年間程度、６億円程度の費用がかかると、この新しい課題が

見えてきました。今、設備がだんだん弱ってますので、それを更新するという中でそう

いう問題が発見されたと、こういうことでございます。投資金額が当然変わってくるこ

ともありますので、アンケート実施を含め、この問題は次回委員会に申し送りすること

といたしました。

次に、総務課の所管でございます。

初めに、事務事業評価シートの様式と事務事業評価シートを作成しなくてもよい事業

区分について報告を受けました。これも資料添付がされておりますので御一読願いたい

と思います。

原則、全事業について事務事業評価シートによって実績を評価し、予算に反映すると

いう仕組みが動き出したということでございます。これにより、議会が過去から提言し

てきました行政経営の仕組みがさらに充実することにつながってまいると、このように

判断をいたしました。長期総合計画、そしてそれに基づいた後期６カ年基本計画の実施

計画というものの完成を待って、神河町のＰＤＣＡ、マネジメントサイクルはほぼ完成

することになります。これは何度も申しておりますが、他町で導入しているところはま

だないと思われます。次の委員会に引き継ぐのは、形はできましたので、仕組みはでき

ましたので、この仕組みの実践に魂を入れていただくことだということで強く要望をい

たしております。

次に、建設と発注工事に伴う最低制限価格の漏えい防止対策として、兵庫県のランダ

ム係数導入の資料報告を受けました。これも資料を添付しております。

この目的は、不正根絶に向けた取り組みであります。建設工事及び測量、建設コンサ

ルタントなどの業務の最低制限価格について、開札まで発注者側も含め誰も知り得ない

ように、新たにランダム係数、電子入札システムによる無作為に発生させた乱数、これ

を導入し、最低制限価格を入札後に設定するという仕組みを導入し、平成２６年４月か

ら実施予定だということが県の考え方でございます。当町も職員が出向中に県発注工事

の最低制限価格漏えい事件を起こし、再発防止対策につながる入札システムを模索して

きたところでありますが、変動式最低制限価格の議論を継続してきましたところ、まだ

結論に至っておりません。

このたび県が採用するランダム係数の方式は、この検討課題の中でも当委員会で議論

をしてきた経緯がございます。次回委員会にランダム係数方式の検討実施を引き継ぎま

すが、現状の最低制限価格は入札事務の開札前に町長が金額を書いた用紙を封筒に入れ
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る仕組みになっております。議会での今までの議論では、特定の人が最低制限価格を決

めることは絶対避けねばならないと強い要望も出しております。総務課には、県の新し

い方式を参考にして仕組みの具体化を検討するよう要望しております。本来は平成２５

年度中に新しい入札制度、さらにもう１点、優良業者を育成するための工事完成時の工

事評価制度、これは建設課が所管しておるわけでございますが、この制度が完了してい

なければならない仕組みでありますが、まだ未了であるということを確認しております。

この件は次期委員会に引き継ぎ、早々に議論を進め、決定するように引き継ぎをしてま

いります。

次に、南小田小学校跡の多機能小規模の介護施設が完成したと新聞報道があったので、

議会も見学をしたいと思うがどうかということでございまして、３月の定例会期間中に

調整できれば見学会の段取りをしますという回答があります。

次に、学校跡地の活用対策について、大山小学校の跡地活用について、ＮＰＯ法人天

地のめぐみが提案している内容について尋ねました。幅広い提案をいただいているので、

その中で、一つは有機無農薬の農産物生産を拡大していき、健康食材として地域の人に

食べていただく、さらに販売もしていく、さらに拡大すれば、将来は健康食品を加工し

て販売するよう体制をつくる構想ということが１点目でございます。もう１点は、地域

の高齢者あるいは子供のコミュニティー拠点として活用し、高齢者並びに子供たちの居

場所をつくっていくということ。高齢者がそこに来てコミュニケーション、あるいは健

康な食事、そして運動、さらに手に合う仕事をしていつまでも元気、健康を維持する事

業というものを展開するとの提案をいただいておると、こういうことでございました。

ＮＰＯ天地のめぐみには、より具体的な計画を作成し再提出するよう依頼していると、

これが提出されれば役場内協議調整にかけた後、地域の区長会に役場の考え方を提示し

協議することになりますという回答を得ております。

上小田小学校、川上小学校は、３年前以前から跡地の活用策について町の積極的な行

動をお願いしているがなかなか進まないので、町は何もやってくれないとの話になって

きておると。もっと住民にいろいろな情報を提供してほしいと要望をしたわけでござい

ます。当局は、いろいろ情報を集めておりますと、地域の方にはその内容を出していな

いのでそのような判断になっていると思います、今後知り得た情報は地域に出していき

ます、区長さんのほうからこのようなことをやってみたいと提案をいただければアイデ

アとして検討ベースにのせたいと、そのような動きもぜひお願いしたいという当局の回

答、依頼がありました。

次に、橋梁の補修工事について質疑いたしました。回答は次の点でございます。まず、

平成２４年、２５年で橋梁の長寿命化、橋の寿命を長くすると、こういう捉え方ですね、

この長寿命化のための現状調査を実施しました。これが１点目です。その結果、急ぐ橋

が４カ所ありまして、その橋の補強は平成２７年度からとなるので、とりあえず重量制

限看板を取りつけましたと、こういうことでございます。橋梁の長寿命化の改修は平成
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２７年から１０年間かけてやっていきます。約１０億円程度必要で、そのうち５０％は

補助があります。２５メートル以上の橋が対象で、６７の橋が対象であります。この３

月の補正予算で２メートルから１５メートルの橋、短い橋ですね、この橋１９９の補修

をやりますと、こういう回答をいただいております。

次に、会計課の所管でございます。

前回の調査で、会計課については業者への工事代金支払いが遅いという問題が上がり

ました。現実に業者からも苦情も聞いていると、こういうことを話し合ったわけですが、

今回、会計管理者から、工事業者が工事完了届、そして請求、その後４０日以内に支払

いのルールがあるということでございますが、そのとおり実行しているのかどうかとい

う確認をしたわけでございます。データを示していただきました。また、正規の請求書

関連書類が上がっておれば支払いの時期も調整は可能という報告がありました。これは

前回の報告でございます。会計課は、今回のデータで工事完成日、そして請求日、支払

い完了日のデータというものを整理して説明をしていただきました。ルールどおり工事

完成請求日から４０日以内に支払われていることの確認がとれました。全ての案件につ

いてとれました。ただし、入札が不調に終わったケース、今回特例だと思いますけれど

も、このケース以外はルールどおりに支払われておるということのデータが確認されて

おります。

次に、税務課の所管でございます。

目標管理で実施しております町税等の納入に係る口座振替推進について、１１月１日

以降の実績を問いました。９９件増加との報告を受けました。この４月から１０月まで

の実績は６０９件、それとあわせまして７０８件の口座振替推進というものが今年度で

きたと、こういうことでございます。頑張っていただいております。

次に、無申告者の対策としては、収入が全くない人に対してもゼロということの申告

をしていただくように推進しておると、こういうことでございます。これによって申告

の比率ももっと上がってくると、こういうことでございます。税務課については継続的

に徴収率の改善に取り組んでいただいておりまして、御存じのように、３年連続兵庫県

の１位の実績をおさめていることは御存じのとおりであります。このテーマは次期委員

会にも当然引き継ぐテーマになってまいります。

以上、最後の報告でございまして、このたび２月実施の総務文教常任委員会は、我々

の今回の議員構成による調査で最終の調査になりました。この４年間の委員各位の真摯

で精力的な調査、そして提言活動への御尽力というものにつきまして、委員長として感

謝を申し上げたいと思います。

また、委員会なかなか活発にやってきましたので、行政当局も、その調査、あるいは

原因解明、あるいはその対策ということについて非常に大変な仕事であったと思います。

その行政当局の御尽力に、また感謝を申し上げたいと思います。次回の５月からは新し

い委員会構成になってまいりますが、ひとつこれまで同様、さらに調査活動、そして行
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政経営の進展に御尽力をお互いに願いたい、このように思っております。

以上で報告を終わります。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

次に、民生産業常任委員長、お願いします。

藤森委員長。

○民生産業常任委員会委員長（藤森 正晴君） ８番、藤森です。民生産業常任委員会の

報告をいたします。

平成２６年１月３０日と３１日、２日間にわたり事務調査を行いました。その中でい

ろいろ協議する、また質問が出ました。主なものについて報告をいたします。

まず、公立神崎総合病院所管でございます。

平成２５年１１月末における外来患者数は８万２，２０６人で、前年度対比５，３６

２人ふえております。入院患者数は２万８，５６０人で、前年度対比１，８４８人ふえ

ております。休日⋞夜間診療は患者数１，８６５人で、前年度対比６１人の増加となっ

ております。

老人訪問看護事業は利用者数１，１９４人で、前年度対比１１人の増加であります。

訪問回数は６，１４９回で、前年度対比３２６回ふえております。

病院の予算執行状況でございます。事業収益２億１，７０３万円で、前年度対比８，

７１２万円の増額でございます。支出の事業費総額は２３億４，４６８万円で、前年度

対比５，４５２万円の増額となっております。純利益におきましては１億７，２３５万

円で、前年度対比３，２５９万円の増額であります。

次に、８件の不納欠損処分がありました。内容につきましては、全員が町外の方で、

生活保護を受けられており納入が困難であったり、移転されて住所の特定ができないと

いうことが主な原因で不納欠損をしております。

次に、２月より禁煙外来が始まります。薬を飲みながら徐々に禁煙する方法で保険適

用となりますが、途中で挫折しますと１年間はこの件についての保険は適用されません。

次に、北病院改築、新築移転についての状況は、病院の今後の経営や将来性が出なけ

れば簡単に判断ができないということで、また、２０年後までの町全体財政シミュレー

ションで心配がないとの結論が出なければ県へ足を運べないとの報告を受けました。そ

れについて新築移転も頭に入れ、現病院の活用方法や財政補助などを県へ何回も足を運

んでの事前準備を日々行い、早く方向性を出すように申し入れております。

次に、保険⋞医療⋞福祉総合プロジェクトは町全体の今後の方向性を検討しており、

進捗は少しおくれておりますが、３月には中間報告として概念図ぐらいは提出したいと

のことでございます。平成２６年度の上半期ぐらいを目標に最終報告を行いたいと報告

を受けております。

新生児スクリーニング検査、これは生まれて間もない子供の視覚正常検査であります

が、この設備について当病院にあるのかということの質問に対しまして、現在、器械は
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持ってないので医師と相談して検討を進めていくとのことでございます。

次に、健康福祉課所管でございます。

特別障害者手当等の支給状況は、平成２６年１月現在で特別障害者手当３０名、障害

児福祉手当９名となっております。

次に、民生⋞児童委員の改選があり、１０名の方が残っていただき、２８名の多くの

方が新しくかわられたことにより、協議会の運営に対する助言などのサポーターとして

対応していただく相談役、１５年間の経験がある前の副会長さん、相談役を設置するこ

とになりました。

胃がん検診に、がん発症を抑制するピロリ菌の検査ができないかの問いに対しまして、

保健師と相談して対応できるか検討していきたいとのことであります。

次に、知的障害の子を持つ親の高齢化により、入所施設が少なく子供の将来が不安で

あるとの親の声は届いているのかの質問に対しまして、担当課として大きな課題である

と認識し、郡自立支援協議会でも協議をしているとのことであります。

次に、地域局所管でございます。

公金の取り扱いについては、毎日、指定金融機関が集金に来ており、担当者が集計し

たものをほかの者が照合し確認をしております。また団体については、担当者だけでな

く、出し入れどきは課長との２人で確認をするようにしておりますので問題はありませ

んとのことでございます。

次に、日曜窓口の今後のあり方については、本年度内に担当課として方向性を出しま

すとのことであります。

次に、住民生活課所管であります。

ごみの減量対策については、生ごみについては２００世帯のモデル集落にお願いし、

木製または電動式コンポストを取り入れ減量するのと、現状のままクリーンセンターに

出すのとどちらが経費が安くつくのかを見きわめ、方向性を検討していくとのことであ

ります。

次に、縁結び事業については、平成２５年１２月１４日に大阪のツアー会社が募集し

た大阪周辺の女性１２名と町内男性２２名とがヨーデルの森で婚活の出会いがありまし

た。

次に、防災対策の新規ハザードマップは、平成２６年度初旬に全戸に配布の予定であ

ります。

生活改善申し合わせ事項の検討状況についての質問がありましたが、明確な回答はあ

りませんでした。

次に、建設課所管でございます。

災害復旧工事については、国庫補助、町単独事業ともに工事費が多く、年度内の完成

に向け努力はしているが、大部分が翌年度へ繰り越し執行となるとのことです。

次に、町道水走り中河原線の完了見込みでありますが、今後、用地協議が進めば平成
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２７年度から工事を行い、平成２９年度末の完成見込みであります。

次に、先ほど総務文教のほうからも報告がありましたように、橋梁調査の結果や長寿

命化に向けた報告書は平成２６年３月末の完成予定ですが、中村区の観音橋など傷みが

激しく、早急に交通規制、重量制限等を行う必要があるとの報告であります。全ての橋

の修繕計画を検討し、優先順位を決定して年度計画のもと補助事業の有利な採択を検討

し、財政協議をしながら順次補修を進めていく必要がありますとのことであります。

次に、病院出入り口の段差によりバスの乗り入れどきに揺れ、乗客が危険を感じられ

ているが、工事どきに改善ができなかったのかという質問に対しまして、歩道があり、

ある程度の段差はやむを得ません、設計段階のときに関係者やグリーンバスと何回も現

地で検討した結果でありますとのことであります。委員会として、グリーンバスへ出向

いていって運転手さんに、出入りには気をつけての運転や、車が停止するまでは席を立

たないようにお願いするような指導をしてもらうように申し入れております。

次に、地籍課所管であります。

事業執行は順調に進んでおります。山林部調査に先立って、山林の持ち主の方が双方

で確認し合いながらくいを打っていくときに地籍課の職員はノータッチでありますが、

測量や登記事業に影響はないのかという質問に対しまして、くいの設置場所の写真や周

辺の記録書を出していただいておりますので問題はないとのことでございます。

次に、上下水道課所管であります。

水道の漏水状況は、平成２５年１２月末で１２６カ所です。そのうち２７カ所は漏水

検査で発見しています。昨年度より４３カ所減少しております。

次に、消費税３％アップによる影響額は、水道が７００万円、下水道が６００万円で

合計１，３００万円ですが、町民の負担をかけずに経営努力をしますとのことでありま

す。

上下水道の管路が古くなっており、更新をどうするかの質問に対しまして、平成２６

年度の料金事務の外部委託で余力を持ち、経験者によるプロジェクトチームを立ち上げ

て、更新計画報告書を平成２６年度にまとめて翌年度から進めていこうとしているとの

ことであります。

次に、地域振興課所管であります。

地域振興係。しんこうタウンが４月から新しい自治会になるに当たり、区の名前や消

防団、粟賀南部ブロックのつき合い等の協議がなされ、この３月の総会で決まる予定で

あります。また公民館については、土地は町が提供し、建物については３割負担での建

設とのことで、現時点は３７世帯の集落ができるという報告を受けております。

若者世帯向け家賃補助事業の補助金交付要綱案についての説明がありました。用語の

定義を明確にするとともに、補助に対する不公平感が生じないように申し入れました。

あわせて、この制度が核家族化を進めるようになってはいけないので慎重に進めるよう

に申し入れております。

－２１－



次に、赤田区、杉区におけるメガソーラーの契約において、ウエストエネルギーソリ

ューションが管理者なのに、転貸しされ契約先がかわっていることについて、投下資金

を回収して次の資金運用にするためのもので、事業遂行上、問題はない。この説明を地

元に十分できていなかったこと、申しわけなく反省しているという報告を受けておりま

す。

次に、商工観光係でございます。

カーミンが大阪、神戸など県下都市部のイベントに出向きＰＲすることが神河町を知

っていただくことにつながるので、もっともっと活躍するように申し入れております。

次に、まっせまつり、わくわくぶらり市を一本化して商工まつりが行われたが、活気

がなかったように感じたが、場所とか何か問題があったのではないかの質問に対し、銀

の馬車道商店街、寺前銀座商店街が活性化を目指して独自のお祭りをされるようになっ

たので、商工まつりは本庁前でやる形になりました。商工会の皆さんが自分の商工業を

発展させ潤わせるように企画されたイベントであり、今後大きく変わっていくのではな

いかと期待をしているとのことであります。

次に、農林業係でございます。

鳥獣被害対策事業の鹿の捕獲数は１１月までで３３６頭、猿の捕獲数は１２月末で１

４頭であります。

森林整備事業で新田⋞作畑地内で間伐、伐採が行われているが、自然災害等について

地域の方が心配されておりますが、安全⋞安心なのかという質問に対しまして、保安林

であり、２年以内に杉、ヒノキの植栽をするので森林災害においても安心できるとの説

明を地元にしているが、再度説明をして理解を得たいとのことであります。

次に、ユズ加工後、皮の大半が捨てられているが、乾燥させて入浴剤とか利用法はな

いのかの質問に対しまして、よい皮は冷凍保存し、マーマレードとかユズペーストなど

の商品化しているが、残りは捨てているのが現状である。また、グリーンエコー笠形の

風呂に入浴剤として入れることについては、水が濁ったり酸気により配管や設備にさび

がつく悪影響を及ぼすため不適当であるとのことであります。

次に、ピノキオ館は利用客がふえています。特に夏場はスポットクーラーで対応して

いるが、熱中症等、体調を悪くされる方が出ております。空調設備が必要ではないかと

の問いに対しまして、財政的に厳しく、状況変化を見て対応していくとのことで見合わ

せているとのことであります。また、問題点は、設備の電気容量が少ないことと、作業

どきのほこり等の影響を考えると難しいとの答弁であります。

以上が事務調査の報告であります。

次に、県道の要望事項に２路線行っておりますので、その報告をいたします。

平成２５年１２月１９日に、県道加美宍粟線改良促進議会連絡協議会の要望会があり

ました。宍粟市議会産業常任委員会とともに、姫路土木事務所と龍野土木事務所宍粟事

業所へ要望に行きました。姫路土木事務所では、一番最初、まず１として福本から比延
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までの自転車歩道の早期改良整備、２つ目に南小田地内の早期歩道の設置、３つ目に上

小田地内の早期拡幅改良、また両事務所においては、上小田から宍粟市一宮町本谷間の

トンネル計画について、両委員会ともに強く要望をしております。

次に、平成２６年１月２７日に、県道長谷市川線改良促進議会連絡協議会が市川町議

会総務建設常任委員会と合同でありました。現地調査をした後、総会があり、協議事項

は全て承認されております。要望事項として、未改良区間の早期拡幅、特に市川町沢地

内の第二サルカク踏切の改良については、町、県土木事務所からＪＲに強く要望してい

ただくように申し入れております。

以上が民生産業常任委員会の報告であります。終わります。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

次に、行財政調査特別委員長、お願いいたします。

○行財政調査特別委員会委員長（宮永 肇君） ６番、宮永です。行財政調査特別委員

会の報告をいたします。

平成２６年２月１０日に開催いたしまして、当日の課題と協議事項等をかいつまんで

御報告をいたします。

平成２５年度は、神河町長期総合計画の後半６年間への見直しが策定され、新たな指

標のもとに気持ちを一新し、住民の方々との協働による町づくりの新しい展開が始めら

れるという行財政改革への節目とも言うべき年でありました。しかし、現況においては、

その実施計画策定についてはまだまだ評価できる段階までには到達していないところで

あり、今回、不十分な部分を残しながらも最後の調査委員会を開くことになりました。

次期の合併第３期の議会においては、この行財政調査特別委員会がどのような展開にな

るかわかりませんが、今回の調査委員会における調査、提案、議論等により、極めて限

られた時間のうちではありましたが、将来に向けての礎となるものを固めていきたいと

いう思いで臨んだところであります。

各課題について担当課より資料が提出されましたので、お手元に配付をしております。

これにより、以下の５つの資料についてそれぞれに意見、提言等を含む議論を交わしま

したところであります。

まず、平成２５年度神河町行財政改革重点項目の取り組み状況についての報告でござ

いますが、これの添付資料１ということで出されておりました概要を御説明します。平

成２５年度課別取り組み項目の中間報告というものであります。これは３つのグループ

で１２課と教育グループ及び病院で、２３年度から２７年度までの継続の取り組みでこ

の２５年度を中間報告として行革の効果及び現況等をまとめた資料で、４５ページに及

ぶものです。

それから、添付資料２でございますが、平成２５年度重点取り組み項目の進捗状況で

ございます。平成２５年９月末時点または直近に時点修正したもので、さきの３グルー

プ８課と教育課及び病院において取り組まれた平成２５年度改革の内容と、何をどのよ
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うに行ったかという進捗の確認、さらに、これにより把握された補足事項と問題点を明

記したものであります。７ページ３７項目から成る資料でございます。

次に、２番目としては、長期総合計画の指標に基づいた実施計画策定への取り組みで

ございますが、これが非常におくれておりまして、それぞれの課において検討されてお

りましたが、最終の１２月の委員会においてようやく形として一部からあらわれてきた

ところでございますので、その資料作成の進捗状況ということについて添付資料３にま

とめてあります。これは、第１次長期総合計画の中間見直しにより平成２５年から３０

年度までの６カ年に取り組みをする実施計画の案でございまして、この平成２６年３月

にまとめられたもので２６ページから成るものでございます。

それと、加えて資料４でございますが、これには施策目標と成果指標の達成報告につ

いてまとめられております。各課において取り組みが策定された長期総合計画による実

施計画の事業一覧でございまして、関連主要事業と事業評価シートへの記載要目を明記

したものであります。総合計画における目標区分と関連主要事業の明記、課題と改善計

画、総合判定評価を明記しております。教育課、健康福祉課、建設課を初め各課でまと

められて、合計１３１項目が上げられております。

次に、これに添付する資料として資料５でございますが、平成２５年度の事務事業評

価シートとしてサンプル的に提出されたものでございますが、これは教育課において作

成された事務事業の評価シートであります。先行事例として提出されたもので３件が表

示されておりますが、まず事務事業名と事業期間を明記し、計画としてプラン、事業の

概要を実施状況で、これはプラン⋞ドゥー⋞チェックのドゥーに当たるところでござい

まして、コスト、評価をあらわしております。それからチェックでございますが、これ

は評価のところでございますが、ここでは妥当性、有効性、効率性の３項目にそれぞれ

５段階の評点を明記して、定義によります総合判定評価をするような仕組みにしてあり

ます。改革、改善の内容は、これはアクションというところでございまして、これで成

果の方向性をチェックをします。

非常によく考えられて、一つの表で明確に事業の内容、それの成果、改革、改善の内

容等が一覧でわかるような仕組みでございまして、非常に作成された方の苦労というも

のが読み取れるような作表のものでございまして、こういうことで標準というものが非

常にグレードアップをしまして、こういうもので全ての事業がまとめられていくという

ことになりますと、いろんな意味での改善、改革の速度が速くなり、それぞれの適正な

評価ができるものではないかということで評価をしているところでございます。

ところで、このたびは最終の委員会ということもあって、これまでの課題としてなか

なか進展していないようなところについてもいろいろと議論が行われたことでございま

すが、そのうちの幾つかを御紹介をいたします。

資料のそれぞれの区分けがございますが、簡単に申しますと、資料２についての御説

明を今いたしましたが、その中から取り上げられたものがほとんどでございますが、ま
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ず、病院関係で医療型療養病床の導入を見送ることになったという報告を受けまして、

そのいきさつというものを尋ねました。これについては、ベッド数というものは圏域調

整がかかるということで、播磨圏域保険医療協議会の段階では療養型ベッド数の増加と

いうことはあり得ないというところでございましたが、姫路の三大病院が要望を出して

おるというところもございまして、検討もされたようですが、基本的には増加はないと

いうことで、当町も一応要望の要求を考えておったところであったそうですが、見送り

となったということでこういう報告が出ております。

それから、かねてよりの進捗が見られた病院の院外処方の実施への取り組みで、２５

年度には２カ月分の赤字が出ますというふうなところの説明がございました。これにつ

いての確認ということでございましたが、院外処方が２月から実施ということになりま

したので、２月、３月は薬に関する支出がなくなります。しかし、収入も入らないとい

うことになりますのでその分が赤字になるということでございまして、人件費として薬

剤師の費用はそのまま必要ということになりますので、これについては薬の収入が入ら

ない分が赤字となるということで、薬剤師の分については、２６年の４月からほかの補

助とか入院の収入増等によって調整をする予定でありますという報告でございました。

それから、総務課のほうからの報告で、職員の研修についての報告が述べられており

ました。これについて、延べ１１日間の研修というふうな項目がございましたので、そ

の目的とその成果の活用、展開というものはどう考えているかということでの質問でご

ざいました。

研修を受けた場所は全国市町村国際文化研修所に３名の派遣ということで、延べ１１

日間であるということでございまして、常日ごろ担当課といろいろ協議をする中で、な

かなか意見のレベルが合わないといいますか、なかなか活性化にほど遠いというような

ところでございましたので、これに絡めての質問というのが何度かやりとりされたので

ございますが、多少要約したところでの意見としてまとめてみましたんですが、このた

び研修を受けた担当は人事異動で全く経験のない仕事から移ったということで、農業関

係に就任されて前向きに取り組んでいきたいというふうなところもあって、ぜひともそ

ういうことで習得をしてもらうということで、多少レベルの高い実務的な研修であった

そうでありますが、これに応募して出席をしたということでございます。その展開につ

いては、もうこういういきさつでございますからなかなか難しい部分もあり、具体的に

農業の６次化とか農業振興についての具体策をすぐ自分でつくれるというところではあ

りませんが、一応基礎的な研修というところは終えたというふうな報告でございました。

特にこの件については、これまで一般質問等でもいろいろと意見が出されたり、その

回答にいろいろと行き違い、不満もあるようでございましたが、民間の方々のほうがよ

り積極的にいろいろ研究をされておるような事例が多く、それについて役場行政のほう

がなかなかその対応が追いつかないというふうな現実があるところから、いろんな意見

が出されたところでございますが、その一、二について報告をしますと、民間、特に営
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農組合等の方はよく勉強しておられて、行政から、６次産業化とはこのようなイメージ

で取り組まれるなら役場も支援ができますから一緒にやりますよというふうな協働に向

けての指導があれば民間側でも前向きに取り組むこともできそうであるが、なかなかそ

ういうふうにはならないと、ですから、こういう実技的な実務的な研修も受けて、より

活性化になるように図っていただきたいというふうな要望でもございます。

また、現況では、民間営農組合等で積極的に研究をされたところで機械購入への補助

メニュー等で役場に相談をかけても、町の出費が伴う事業については消極的で半ば逃げ

腰となってることが多いというふうな話も出てまいりました。現実について特に両方か

ら聞いたわけではございませんが、いろいろな例が述べられておりますので、多少そう

いう傾向にあるのは否めないのではないかなと思いますが、そういうところを乗り越え

るように、研修等で得た技術や知識を展開、活用すべきではないかというふうなお願い

もしたところでございます。

また、民間と行政側の情報の収集といいますか、連絡事項等が途切れてるということ

も結構あるようでございますので、この意思の疎通に問題があるのではないかというふ

うなところから、担当課を初めとして官民協働での農業活性化への意識改革に努めるべ

きではないかというふうな意見も出ております。これについては副町長のほうから、そ

れぞれの課の中で指導をしていきたいというふうなお話でございました。

また、非常に先を越されたという実感がちょっとあったということで、自然エネルギ

ーということで、これの地域活性化についてどう取り組むかということでいろいろ検討

をしておる中で、朝来市生野町で木質バイオマス取り組みが始められたというふうなニ

ュースがあったので、我が町ではどうするのかというふうなところの質問が出まして、

これについては非常に長い御答弁がございましたが、関係各所で相談をかけたり役場庁

内での協議を重ねた結果として、最終的にはいろんな事情、よんどころないところ等も

ございまして、町内の間伐材を生野町へ持ち込む立場ということを選んで、森林組合に

利する方向を選んだというふうな御答弁でございました。

こういうことも含めまして、いわゆる情報の先取り、情報の実践というふうなところ

が非常に難しいと、困難さがあるようでございますので、まず当委員会としての提案と

しては、地域の活性化を目的とする議会や住民の立場ということから考えまして、特に

農林関係での知識、実技習得への情報が多く欲しいというふうなことでございまして、

そういう意欲的な要望が多いことから、町行政当局へ先ほどの職員研修等の案内情報等

が入れば議会事務局へも提供していただきたいというふうなところで、副町長及び総務

課長へ要望をさせていただいたところでございます。また、議会事務局では、これを一

括とじ込みの資料として常備していただいて、関係者、興味のある方に閲覧させていた

だくというふうなところにしていただきたいというところでございます。

また、職員数の削減等について、これは総務課の資料の中からでございますが、役場

の庁舎外、いわゆる派遣職員で外部に出られた人の勤務状況や健康管理についてどうな
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ってるかというふうな質問が出まして、これについては、東北のほうに今出かけておる

人もありますが、担当課と総務課でお互いに交互に週１回は連絡をとり合うということ

で、健康状態、特に精神状態、そういうところについて気配りをしながら確認をしてお

りますというところでございました。

それから、補助金について単独補助負担金の適正化ということで質問が出まして、こ

れについて、補助金の交付要綱というものが必要ではないかというふうな指摘というこ

とでの質問でございましたが、確認をいたしますと、制度として交付要綱もあり、監査

の対象ともされており、それぞれ決められた処理、内容というふうなものについてはチ

ェックがされておるということでございましたが、これも一つの改革意識の問題でござ

いますので、事業の目的、目標が明確にされ、必ず成果報告の提出義務等が励行されて

時代に合った適正な事業にいわゆる補助がされておるというふうなことが望ましいとい

うことでの確認に及び、意見の提案ということでございました。

それと、先ほど話がちょっとありましたんですが、しんこうタウンの話に関してもち

ょっと話が出まして、分譲宅地での早期販売についてという課題についての質問でござ

いまして、これについては、ある段階で販売がとまっているのではないかというふうな

質問でございました。これに対していろんな立場でのこれまでのいきさつ等の話があり

まして答弁がありましたが、しんこうタウンという新しい区を設置するということにつ

いては、こういうことが若干影響して販売が滞っているということになっているのでは

ないかという懸念もされておるそうでございますが、これはそもそも旧神崎町当時から、

あの地域を開発することについて地元と開発当初の協議事項で新しい区をつくるという

ふうなことで、これが原則ということで出されておったそうでございますので、このた

びのいわゆる販売促進の段階でもっと確認されるべき課題ではなかったんだろうかとい

うふうなことでの注意を喚起していただくというふうな議論がされたところでございま

す。

それと、病院に関しての質問も出ました。病院の改築移転等については町長のほうで

今いろいろと御検討をされておるところでございますが、もし改築移転になった場合、

跡地利用はどうするのかというふうなところでの質問でございまして、これについては

総務課長なり財政担当参事のほうからの御答弁もありまして、最新の情報では、どのよ

うな使い方をしても残債務の一括償還を求めるということはないそうでございまして、

この内容は２６年の４月に決まるのではないかというふうな情報が入っておりますとい

うふうなところでございました。

また、同じく２６年度から、学校跡地について跡地利用計画をつくると、いわゆる旧

校舎等を壊すということに関して起債の対象になるような制度がつくられるという情報

も入っておりますとの報告でございました。

それと、民間委託の推進という項目がございまして、この中に地域交流センターの話

がいわゆる絡まっておりまして、これも先ほどの御報告がありましたが、越知谷の活性
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化ということで始められた山村留学等についての意見がいろいろ出まして、どのように

これからなっていくのか、人口減、そういうものについての懸念等もありまして議論百

出ということで出されたわけでございますが、現状では１２名の留学生ということで一

般財源から３，１００万円の持ち出しということになっておりまして、当初といいます

よりも、ある時期での確認では一般財源の持ち出しはないと、各種の補助金とショート

ステイ等の営業活動で何とかやりくりできて、持ち出しにはならないというふうな明言

をされた上で始まった事業でございますが、現在はそういう補助もなくなっており、大

体３，１００万円ぐらいかかっておるというふうなことで、廃止に持っていくべきなの

か、または黒字経営化を図ってその可能性をもっと探るべきか、また新しい補助メニュ

ー等を探していくべきかというふうなことで、また、先ほどもお話がありましたように、

果たして越知谷地域の活性化そのものにつながっているのかどうかというふうなところ

もいろいろございまして、結論には至らない話でございましたが、十分監視して、いわ

ゆるチェックをする必要があるんではないかと、いろんな意味で新しい事業等に取り組

まれている中で、いわゆるいたずらに費用がかかってると、一般財源の持ち出しが際限

なく続くということについては、いろんな形で検討を要するというふうなところではな

いかなというふうなことでございます。

以上、いろいろございますんですが、代表的なところがそういうところでございまし

て、その他については常任委員長の報告の中にも重なるところがありますので、以下の

ことについては割愛をさせていただきます。

以上で報告を終わります。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

それでは、ここで私のほうから、１２月定例会以降の閉会中の重立った事項について

報告いたします。

１２月２４日、平成２５年度中播磨地域づくり懇話会が姫路で開催され、井戸知事に

対して町長からは、公立病院を核とした地域医療の充実強化、防災対策と安心⋞安全の

まちづくりについて、私から生活基盤としての道路整備について意見を述べ、県による

積極的な事業推進を要望いたしました。

１２月２５日、県町議会議員公務災害補償組合議会臨時会が神戸で開催され、私が出

席しております。播磨町議会の宮尾議長を組合長に選任するとともに、平成２６年度市

町負担金の見込み額等について説明を受けました。引き続き、県町議会議長会評議員会

議が開催され、平成２６年度町負担金の見込み額等について説明を受けました。

１月５日、姫路市消防出初め式が開催され、私が出席しております。

１月６日、公立神崎総合病院の岩﨑副院長の長年の功労に対する表彰式が行われ、藤

森民生産業常任委員長と私が出席しております。神河町は急激な少子化を迎えており、

その対策が最重要課題となっていますが、その基盤となるのは、当病院に岩﨑先生のよ

うな産婦人科医師がおられることです。今後も地域のために頑張っていただけることを
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議会としても念願いたします。

１月８日、神河町商工会主催の新年交歓会が開催され、私と各議員が出席しておりま

す。

１月１２日、神河町成人式が開催され、新成人１４９人のうち１１９人が出席し、社

会人としての自覚を新たにされました。議会を代表して神河町のあすを担う青年の門出

を祝い、励ましました。

１月２３日、県町議会議長会主催の議会広報研究会が神戸で開催され、藤原日順広報

公聴特別委員長ほか委員と私が出席しております。

１月２８日、美方郡町議会議員連絡協議会が、空き校舎を利用した介護保険施設の取

り組みについて行政視察に来町されています。議会からは、藤森民生産業常任委員長と

私が、行政からは山名町長、前田総務課長、佐古健康福祉課長ほか担当職員に、また事

業開設者にも対応していただきました。

２月３日、県町議会議長会主催の議会運営委員研究会が神戸で開催され、廣納議会運

営委員長ほか委員に出席いただいております。

２月７日、中播衛生施設事務組合議会定例会第１日目が開催され、藤森民生産業常任

委員長と私が出席しております。付議事件については、平成２５年度事務組合一般会計

補正予算を可決、平成２６年度事務組合一般会計予算について提案説明を受けました。

２月１１日、神河町人権啓発講演会が開催され、全議員が出席しております。「今を

生きる」と題して、医学博士藤井輝明氏から、御自身の体験をもとに異質なものを排除

しない世の中にとの願いを込めた講演をお聞きし、研修を深めました。

２月１２日、県町議会議員公務災害補償組合議会定例会が神戸で開催され、私が出席

しております。平成２５年度一般会計補正予算、平成２６年度事業計画及び一般会計予

算について審議し、可決しております。引き続き、県町議会議長会評議員会議が開催さ

れ、平成２５年度補正予算、平成２６年度事業計画及び予算について審議し、承認して

おります。

２月１４日、兵庫県主催の広報研究大会が神戸で開催され、広報公聴特別委員会から

藤原日順委員長と小林委員に出席いただいております。

２月１６日、神河町消費生活セミナーが開催され、私と各議員が出席しております。

ごみの分別についての講演と、生ごみ減量化に向けたコンポストモニターの実践発表が

行われました。

２月１７日、中播農業共済事務組合議会定例会第１日目が開催され、小林議員と私が

出席しております。付議事件については、家畜共済危険段階共済掛金標準率等の設定の

件について可決、平成２６年度農業共済事業会計予算等について提案説明を受けました。

同じく２月１７日に町国民健康保険運営協議会が開催され、藤森民生産業常任委員長

に出席していただいております。

同じく２月１７日に兵庫県主催の地方行政課題研究会が神戸で開催され、藤原日順議
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員と成田議員に出席していただいております。

２月１８日、町消防審議会が開催され、藤森民生産業常任委員長と私が出席しており

ます。なお、立石議員におかれましては、学識経験者として出席していただいておりま

す。

２月１９日、県町監査委員協議会定期総会が神戸で開催され、清瀬代表監査委員と立

石監査委員が出席されております。

２月２６日、中播北部行政事務組合議会定例会第１日目が開催され、山下副議長、藤

森民生産業常任委員長と私が出席しております。付議事件については、平成２５年度事

務組合一般会計補正予算を可決、平成２６年度事務組合一般会計予算について提案説明

を受けました。なお、各事務組合議会の議案等につきましては、議員控室において閲覧

できるようにしておりますのでごらんください。

同じく２月２６日に公立神崎総合病院運営委員会が開催され、藤森民生産業常任委員

長と私が出席しております。

なお、会議規則第１２９条に規定する議員の派遣の件は、お手元に配付のとおり議員

派遣をしておりますので御了承願います。

また、定例会ごとに発行しております議会だよりにつきましては、１月１５日に第３

６号を発行し、１月２４日に各区長様に配布しております。

また、閉会中に要望書２件を受理しております。議会運営基準第１４０条の規定に基

づき、お手元にその写しを配付しておりますので御一読お願いいたします。

以上で閉会中の重立った事項について報告を終わります。

ここで暫時休憩いたします。再開を１１時ちょうどといたします。

午前１０時４０分休憩

午前１１時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

病院総務課長がただいまの時間より復帰されておりますので、御了承願います。

また、先ほど委員長報告の中で、民生産業常任委員長報告の中で若干の訂正があると

いう申し入れがございましたので、ここで許可いたします。

藤森委員長。

○民生産業常任委員会委員長（藤森 正晴君） ８番、藤森です。先ほど民生産業常任委

員会の報告の中で誤りがありましたので、訂正を申し上げます。

まず、公立神崎総合病院の事業収益で、２５億１，７０３万円が正しいのに２億１，

７０３万円と私、報告しましたので、訂正をいたします。

それと、次に、病院の改築につきまして、北病院と言ったそうでございますので、北

館と新築移転ということで訂正をお願いいたします。

それともう１点、新規事業でスクリーニング検査でありますけれど、この検査におい
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ては聴覚検査でありますので、私、視覚検査という報告をしたようでありますので、訂

正をし、おわびを申し上げます。

○議長（安部 重助君） 以上、民生産業常任委員長のほうから訂正がありましたので、

御了承願います。

それでは、これより議案の審議に入ります。

⋞ ⋞

日程第４ 発議第１号

○議長（安部 重助君） 日程第４、発議第１号、神河町議会会議規則の一部を改正する

規則制定の件を議題といたします。

事務局、発議第１号の朗読をしてください。

〔事務局長朗読〕

発議第１号 神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定の件

○議長（安部 重助君） ここで提出者の説明を求めます。

廣納良幸議員。

○議員（９番 廣納 良幸君） 説明をさせていただきます。

発議第１号、神河町議会会議規則の一部を改正する規則制定の件について、提案理由

を御説明申し上げます。

昨年３月の第５２回定例会において、次回の一般選挙から議員定数１４人を１２人に

することを議員発議し、全会一致で可決されました。平成２６年４月１５日に告示され

る神河町議会議員選挙以降、議員定数が１２人となることに伴い、今後の議会運営のあ

り方について議員間で協議を重ねました結果、会議規則の改正が必要となりましたので

提案するものでございます。

新旧対照表をごらんください。まず、第１４条、議案の提出並びに第１７条、修正動

議について説明をいたします。団体意思の決定にかかわる議案の提出権と修正動議につ

いては、地方自治法第１１２条並びに第１１５条の３において、その要件として議員の

定数の１２分の１以上の者の賛成、発議が必要と規定されており、その数には、提出者、

発議者を含み、議員定数が１２人以下の議会においては１人で、賛成者は不要であると

解釈されております。そこで、地方自治法の規定によるものを除く機関意思の決定にか

かわる議案の提出権と修正動議について規定する会議規則第１４条並びに第１７条につ

いて、議員定数減に伴い、地方自治法の規定の趣旨に沿って提出者の発議の人数要件を

廃止するものでございます。

次に、第１９条、先決動議の措置から第８８条第２項、表決の順序の人数要件がある

各規定についてですが、議員定数１２人である市川町議会並びに上郡町議会の規定等を

参考に協議した結果、議会の円滑な運営を目的として、それぞれ２人以上に改正するも
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のでございます。

以上、簡単ですが、提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

○議長（安部 重助君） 説明が終わりました。

発議第１号に対する質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、発議第１号を採決

いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、発議第１号については、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第５ 発議第２号

○議長（安部 重助君） 日程第５、発議第２号、神河町議会委員会条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。

事務局、発議第２号の朗読をしてください。

〔事務局長朗読〕

発議第２号 神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件

○議長（安部 重助君） 提出者の説明を求めます。

廣納良幸議員。

○議員（９番 廣納 良幸君） では、説明を行います。

発議第２号、神河町議会委員会条例の一部を改正する条例制定の件について、提案理

由を御説明申し上げます。

平成２６年４月１５日に告示される神河町議会議員選挙以降、議員定数が１２人にな

ることに伴い、常任委員会の構成や議会運営のあり方等について議員間で協議を重ねて

まいりました。現行の総務文教常任委員会と民生産業常任委員会の２委員会のままでい

くこととすると、委員定数はそれぞれ６人となります。一般的に常任委員会の委員定数

は最低でも６人から７人必要、十分に所管事務の調査と議案等の審議を行うには８人以

上が望ましいとされております。そこで、常任委員会の機能を高め議論を深めるために、

これまでの議員１人１常任委員会制を複数常任委員会制に改め、総務文教、民生福祉、
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産業建設の３つの常任委員会を設置し、委員定数をそれぞれ８人として、各議員が２つ

の常任委員会に所属するように改正するものでございます。

各常任委員会の所管については、新旧対照表に記載のとおりでございます。

なお、複数常任委員会制については、平成１８年の地方自治法改正に伴い、議会の組

織にかかわる自主性、自立性を拡大し議会の活性化を図る観点から、議員の常任委員会

への所属制限が廃止され、各議会において、その実情により自由に常任委員会の設置数、

委員定数を制定できるとなっております。複数の常任委員会に所属することが可能とな

ったものでございます。

以上、提案説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 説明が終わりました。

発議第２号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございます。質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結し、発議第２号を採決

いたします。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、発議第２号については、原案の

とおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第６ 報告第１号

○議長（安部 重助君） 日程第６、報告第１号、専決処分の報告の件（交通事故に係る

損害賠償の額の決定及びその和解）を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第１号について、報告理由並びに内容について御説明申し

上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（交通事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

についてでございます。町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、昨年１２

月１７日に発生した公用車事故の対物事故分について、１月１４日に示談が成立しまし

たので、同日付で専決処分させていただいたものです。

なお、詳細につきましては、総務課長から御説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田でございます。お手元の専決処分書により説

明をさせていただきます。

事故発生日は平成２５年１２月１７日火曜午前９時５０分で、事故発生場所は姫路市

城東町１８０のコンビニエンスストア駐車場内です。事故当事者、相手方は姫路市在住

の女性で、事故概要は、長谷小学校教諭が校外学習で児童を公用車で引率中、児童のト

イレ休憩のため停車、その後、用を済ませ車をバックさせた際に、後方に停車していた

相手車両に接触したものです。停車中の車への接触であるため、事故の責任割合は町が

１００％、相手方がゼロ％で示談が成立いたしました。損害賠償額は対物事故として１

９万５，４５８円で、示談成立日が平成２６年１月１４日、賠償金支払い日が平成２６

年１月１７日です。以上です。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結いたします。

報告第１号については以上のとおりでございますので、よろしく御了承のほどお願い

いたします。

⋞ ⋞

日程第７ 報告第２号

○議長（安部 重助君） 日程第７、報告第２号、専決処分の報告の件（傷害事故に係る

損害賠償の額の決定及びその和解）を議題といたします。

上程報告に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 報告第２号について、報告理由並びに内容について御説明申し

上げます。

本報告は、専決処分の報告の件（傷害事故に係る損害賠償の額の決定及びその和解）

についてでございます。町長の専決処分事項の指定についての規定に基づき、平成２５

年９月５日に発生した傷害事故について、平成２６年１月１６日に示談が成立しました

ので、同日付で専決処分をさせていただいたものであります。

詳細につきましては、病院総務課副課長から御説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、御説明申し

上げます。専決処分書に沿って御説明を申し上げます。

この事故につきましては、平成２５年９月５日午後３時２５分ごろに、福崎町在住の
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６歳の男児をケアステーションかんざきで療育訓練中に発生したものでございます。男

児が約２１センチ角のさいころ上のウレタンブロックを２段積みまして、そこから飛び

おりようとしたところ、ブロックが倒れ、床に転倒し、床には転倒防止用のクッション

マットを敷いておりましたが、左肘をつき、骨折をされたものでございます。これにつ

きましては、入院が１９日間、外来通院１０日間で４３万６，０５０円の損害賠償額で

ございます。

なお、この賠償金は加入しております保険で対応をいたしております。

以上が報告でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 報告が終わりました。

本報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 質疑特にないようでございますので、質疑を終結いたします。

報告第２号については以上のとおりでございます。よろしく御了承のほどお願いいた

します。

⋞ ⋞

日程第８ 第１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第１号議案、神河町特別職の職員で非常勤のものの

報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたしま

す。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例制定の件でございます。

本条例は、特別職の職員、議会の議員を除く、で非常勤の者に対する報酬、費用弁償

及び旅費の支給について必要な事項を定めております。

このたびの改正は、非常勤特別職のうち監査委員と期日前投票の投票管理者と投票立

会人の報酬額を改正するものでございます。１月２９日開催の特別職報酬等審議会にお

いて御審議をいただき、改正することが妥当として答申をいただきましたので、このた

び一部改正をするものでございます。

監査委員につきましては、識見者の報酬額を現行１８万円から２４万円に引き上げる

こととし、議会選出監査委員については、議員報酬との兼ね合いから改正は先送りとし

ています。また、期日前投票におけるセンター長谷の投票時間が他の期日前投票所と比

べ短いことから、期日前投票管理者と投票立会人の報酬額を、センター長谷に限り１回

１万１，０００円を９，０００円に減額改正するものでございます。
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以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳しい内容につきまして、総務課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議を

いただきますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。第１号議案の詳細について説明をさせ

ていただきます。

本条例の改正につきましては、２月１２日にいただきました神河町特別職報酬等審議

会の答申に基づく改正であり、いわゆる町独自の改正ということになります。

改正のポイントとしましては、監査委員のうちの識見者の報酬額を、活動実績から判

断した１日当たりの報酬額が他の非常勤特別職委員の報酬日額と比較して大きく下回る

ことから年額１８万円を２４万円に引き上げること、また、センター長谷での期日前投

票における投票管理者及び投票立会人の報酬額を、他の投票所に比べ従事時間が３時間

短いことから１回１万１，０００円を９，０００円に減額改正するものです。これらの

改正による住民負担につきましては、審議会答申に基づくものであるということから適

正なものになると考えております。

もう少し詳しく申し上げますと、監査委員の報酬額の改正については、特別職報酬等

審議会において、前監査委員様からの御退任に際し、監査委員の報酬額の引き上げの御

意見をいただいてることを説明し、御審議をいただいたところでございます。その結果、

活動実績から割り戻した１日当たりの報酬額が他の非常勤特別職委員の報酬日額と比較

して大きく下回ることから、増額の方向で見直すことが適当であると御判断をいただき

ました。よって、改正額につきましては、活動実績と他の非常勤特別職委員の日額報酬

額から判断して２４万円といたしております。

なお、議会選出監査委員の報酬額につきましては、特別職報酬等審議会において議員

報酬そのものについても議論されましたが、このたびの選挙から定数が減じられ行財政

改革に取り組まれていること、生活給的要素から判断した場合の妥当性などから引き上

げとする意見がある一方で、町三役が減額実施中に議会議員のみの引き上げとなること

や議員活動のあり方などから、引き上げに対して住民理解が得られるかといった両論が

あったことから、現行据え置きという答申をいただきましたので、議会選出監査委員に

ついては据え置きとするものでございます。

次に、期日前投票における投票管理者と立会人の報酬額の改定について御説明申し上

げます。期日前投票については、現在、本庁、神崎支庁舎、センター長谷の３カ所で実

施しており、投票終了時間をセンター長谷のみ午後５時までとしており、３時間短い従

事時間となっております。この状況を御判断いただき、従事時間により報酬額に差をつ

けることが適正であるという審議会答申をいただきました。そこで、現在１回１万１，

０００円の報酬額を、従事時間を考慮して、センター長谷で期日前投票管理者、立会人
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として従事していただく方の報酬額を１回９，０００円に減額改正するものでございま

す。

以上が主な改正理由でございます。

なお、新旧対照表等についてはごらんいただいたとおりということでございます。以

上です。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第９ 第２号議案及び第３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第２号議案、神河町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件及び第３号議案、神河町教育長

の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定の件の２議

案を一括議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 関連がございますので、第２号議案及び第３号議案の提案の理

由並びに内容について、一括で御説明申し上げます。

第２号議案、神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例制定の件、第３号議案、神河町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

これらの条例は、町長、副町長、教育長の給与及び旅費について必要な事項を定めて

おります。このたびの改正内容は、今後の交付税の一本算定による減額を踏まえ、さら

なる財政の健全化のため、これまでに引き続き減額を行うものでございまして、町長２

０％、副町長１５％、教育長１０％の減額をするものでございます。

なお、削減の期間はいずれも平成２６年度分でございます。

このたびの特別職報酬等審議会では、財政健全化の当面の目標であった実質公債費比

率１８％未満達成後は、自主減額を中止し条例規定額とすることが適当である旨の答申

をいただいておりますので、平成２７年度以降は熟考の上、適切な判断をすることとい

たしております。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただきますようお願

い申し上げます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１０ 第４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第４号議案、神河町職員の給与に関する条例の一
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部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件でございま

す。

本条例は、職員の給与並びに企業職員を除く一般職に属する技能労務職員の給与の種

類及び基準について必要な事項を定めております。

このたびの改正内容は、第３６条の休職者の給与についての規定を一部改正するもの

でございます。現規定では、地方公務員法第２８条第２項に基づく分限休職者に対して、

または分限休職後退職、失職、死亡した者に対して勤勉手当が支給できることとなって

いますが、本来、勤勉手当の趣旨から判断いたしますと基本的には支給しないことが適

切であることから、支給項目から削除するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳しい内容につきましては、総務課長から御説明しますので、よろしく御審議をいた

だきますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。第４号議案の詳細について説明をさせ

ていただきます。

本条例の改正につきましては、国及び県の取り扱いに準じた改正でございます。

改正のポイントとしましては、病気休暇期間が９０日を超え分限休職中の職員及び同

状況の職員が勤勉手当の基準日の１カ月前以内に退職、地方公務員法第１６条の欠格事

項に該当して失職、また死亡した職員に対し、勤勉手当を支給しないようにするもので

す。これらの改正による住民負担につきましては、国及び県に準拠するものであります

ので、適正なものになると考えております。

もう少し詳しく申し上げますと、まず、本条例改正に際し、神河町職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正により、国、県等と同様に病気休暇の上

限日数を９０日に改めます。これにつきましては、第４号議案から２ページめくってい

ただき、神河町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則新旧対照表をごら

んください。第２４条は病気休暇の期間について規定するものですが、改正前、第２４

条第２項及び第３項の「２年」及び「１２０日」を、ともに改正後は「９０日」と短期

間に改正するものであります。

なお、経過措置として、本年４月１日の施行期日までに病気休暇を取得し、引き続き

承認を得ている者は、これまでどおりの期間とするものです。
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次に、第４号議案として御提案をしております神河町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例についてですが、改正条例の次にあります神河町職員の給与に関する条

例新旧対照表をごらんください。

まず、改正前の給与条例第３６条第２項では、下から２行目の期末勤勉手当の後の

「及び勤勉手当」を削ります。これは、結核性疾患または精神障害にかかり病気休職期

間が９０日を超えた場合は、地方公務員法第２８条第２項の規定に基づき分限処分が行

われます。この際の支給項目から勤勉手当を除き、給料、扶養手当、住居手当、期末手

当のそれぞれ８０％を２年間支給できるものに改めるものです。

給与条例第３６条第３項は、第２項と同様に、下から２行目の期末手当の後の「及び

勤勉手当」を削ります。これは、心身の故障により病気休暇期間が９０日を超えた場合

は、先ほどと同様に地方公務員法第２８条第２項の規定に基づき分限処分が行われます。

この際の支給項目から勤勉手当を除き、給料、扶養手当、住居手当、期末手当のそれぞ

れ８０％を１年間支給できるものに改めるものです。

給与条例第３６条第６項は、勤勉手当の基準日等を規定しております。２行目の「又

は第３２条第１項」及び下から３行目から２行目にかかりまして「又は勤勉手当」を削

ります。これは、結核性疾患または精神障害、心身の故障により期末手当の基準日１カ

月前以内に退職、地方公務員法第１６条の欠格事項に該当して失職、死亡したときは、

勤勉手当の支給を廃止、期末手当のみの支給とするというものであります。

以上が改正の主な理由でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１１ 第５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第５号議案、ケアステーションかんざき設置条例

の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、ケアステーションかんざき設置条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

本条例は、小児療育の拠点施設であるケアステーションかんざきの設置に関して必要

な事項を定めております。このたびの改正内容は、ケアステーションかんざきについて、

新たに障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する指定特定相談支援事業者及び障害児

相談支援事業者の県の認可、町の指定を受け、障害児相談支援、計画相談支援、基本相

談支援の事業を実施するため改正するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

－３９－



詳細につきまして、健康福祉課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。第５号議

案の詳細について御説明申し上げます。

改正の理由につきましては町長が申し上げたとおりでございまして、平成２７年３月

末までに障害児のサービス等利用計画作成を完了しなくてはいけないこととされており

ます。このことを受けまして、ケアステーションかんざきで新たに県の認可、このもの

につきましてはいわゆる相談専門員の認可でございます、と事業所につきましては町の

指定を受け、障害児相談支援、計画相談支援、基本相談支援の事業を実施するために改

正をするものでございまして、上位法の改正に伴うものではなく、町民に対して負担、

不利益を及ぼすことはございません。

それでは、新旧対照表をごらんください。第４条は事業について規定をしております。

その中の第２号には小児療育事業を規定しておりますが、アにおいて障害児相談支援を

追加し、改正前の同号中イをウに、ウをエに繰り下げ、新しいイとして、障害者総合支

援法第５条第１７項及び第１８項に規定する計画相談支援及び基本相談支援を加えるも

のでございます。

なお、附則で施行期日を規定しておりまして、公布の日から施行する規定を定めてお

ります。

以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１２ 第６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第６号議案、神河町福祉医療費助成条例の一部を

改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

本条例は、老人重度障害者、乳幼児等、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の一部

を助成することについて必要な事項を定めております。

このたびの改正理由は、兵庫県が平成２６年４月１日施行で老人及び母子家庭等助成

対象者に給付する医療費の範囲と母子家庭等女性の給付対象者について改正されること

を受け、本条例について同様の改正をするものでございます。
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以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

今回の改正は、県の制度であります福祉医療制度のうち老人医療、つまり６５歳から

６９歳を対象としております、と母子家庭等医療が改正されることによるものでござい

まして、県の第３次行革プランとして制度を継続して安定的なものにするための見直し

とされております。

まず、老人医療につきましては、国の高齢者の自己負担割合見直しにより、７０歳か

ら７４歳の自己負担割合が現行の１割から２割になります。現行制度を継続しますと、

助成受給者区分の７０歳から７４歳の低所得者１よりも６５歳から６９歳の低所得者１

の方が自己負担割合が低くなるという逆転現象を生じます。ここで低所得者１とは、町

民税非課税世帯で世帯全員に所得がなしというものでございます。このことを解消する

ために、６５歳から６９歳の低所得者１の負担割合を現行１割から２割へ引き上げられ

ます。これにより６５歳から６９歳における低所得者１と２が同じ２割となるので、こ

この差別化を図るべく、低所得者２の負担限度額が引き上げられるものでございます。

低所得者２とは、町民税非課税世帯で年金を超えた所得８０万以下の世帯でございます。

具体的には、月当たりの限度額、外来で現行８，０００円が１万２，０００円に、入院

で現行２万４，６００円が３万５，４００円になります。

なお、現在の６５歳から６９歳の対象者につきましては、経過措置としまして、７０

歳になるまで現行の自己負担割合、負担限度額を継続することになります。つまり、本

年７月１日以降６５歳になる方が、申し上げました改正の対象となることになります。

続きまして、母子家庭等医療につきましては、乳幼児⋞子供医療助成事業の充実を踏

まえ、母子または父子世帯とそれ以外の世帯との著しい不均衡を是正するために行うも

のでございます。具体的には、乳幼児⋞子供医療について各市町、差はあるものの、例

えば我が町で申しますと中学３年生まで所得制限なし、負担金ゼロと充実を図っており

ます。母子家庭等医療につきましては親にも医療証が交付されておりますが、母子等世

帯とその他の世帯の世帯収入におきまして母子等世帯が多いケースがある中で、母子等

家庭の親に医療証が出ていることの不均衡を是正するために、母子等世帯の医療証交付

対象者を低所得者に重点化されるものでございます。項目としましては、所得制限と負

担限度額の外来、入院について改正が行われます。

それでは、条例の新旧対照表をごらんください。

なお、本町条例は県の本制度の要綱をベースとして作成をしておりまして、今回の改
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正文も県のひな形を引用したものでございます。

それでは、新旧対照表の第３条、福祉医療の支給の第１号でございます。さきに説明

いたしました老人の助成する医療費の範囲についてのアンダーラインの１行目、２行目

ですが、改正前では「（所得を有しない者である場合は、１００分の１０）」を改正後

は削除をいたします。これは自己負担割合が一律に２割になるためでございます。

次に、改正前のアンダーラインの３行目でございます。外来の場合の負担限度額につ

いてでございますが、額が「８，０００円を超えるときは８，０００円」とありますの

を、改正後は「１２，０００円を超えるときは１２，０００円（所得を有しない者であ

る場合には、８，０００円を超えるときには８，０００円）」となります。この括弧内

で低所得者１については現行どおりという意味合いになります。

次に、入院の場合でございますが、改正前のアンダーライン、４行目、５行目、「２

４，６００円」は改正後「３５，４００円」となります。

次に、第３条第４号、母子家庭等の助成する医療費の負担限度額についてでございま

す。まず、アの入院以外の療養である場合、２ページをごらんください。１行目アンダ

ーラインの改正前が「６００円」が改正後「８００円」となります。次に、イの入院療

養である場合のアンダーライン、改正前「２，４００円」が改正後「３，２００円」と

なります。

第４条、所得による支給の制限の第１項に、次に該当する場合には支給しないという

記載がございます。第４号の括弧書きを省いて改正前後を朗読をいたします。母子家庭

等については、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者の前年の所得が児童扶養手当法

に規定する額のうち児童扶養手当の、この次がアンダーラインで「全部が支給停止とな

る額以上であるとき」とされています。この意味は、一部支給は対象になるという意味

でございます。とあるのを、改正後では「全部が支給される額を超えるとき」、これは

つまり、全部支給のみを対象とする意味でございます。その次に追加されております

「（低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき）。」

となります。この括弧につきましては、低所得者は一部支給も支給となるという意味で

ございます。

ここで、所得による支給の制限について少し説明をさせていただきます。所得制限の

基準となる児童扶養手当は、１８歳未満の児童または２０歳未満の障害のある児童を養

育する人で、ひとり親または父母が重度の障害、遺棄の場合に支給されるもので、その

所得に応じ全部支給と一部支給がございます。今回の母子家庭等医療の所得制限の改正

では、現行で一部支給が基準であったものを、改正後では全部支給が基準となります。

具体的に申し上げますと、扶養家族１人の場合ですと、一部支給の所得制限が２３０万

円に対し全部支給では５７万円でございます。母子家庭等助成する医療費が今回の改正

で低所得世帯に絞られたということでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。
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○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１３ 第７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第７号議案、神河町し尿くみ取り手数料の徴収に

関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例制定

の件でございます。

本条例は、し尿くみ取り手数料の徴収に関して必要な事項を定めておりますが、この

たびの改正理由は、本年４月１日から消費税率が５％から８％に引き上げられることに

伴い、し尿くみ取り手数料単価の改正を行うものです。

具体的には、別表で規定しているし尿くみ取り手数料単価を１０リットル当たり６３

円を６５円に改正するものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

まず、し尿くみ取り手数料の条例改正案が今回３月になったことに関しまして、おわ

びを申し上げます。くみ取り業務につきましては、委託業者が消費税を納め、委託料に

転嫁されます。税務署に消費税を納めるものにつきましては原則引き上げを行うべきも

のを見落としておりました。町民さんに対する周知期間が短くなりますが、公正な負担

のため、今回、定例会に提案をさせていただくものでございます。申しわけございませ

ん。

周知方法としましては、告知放送、４月広報、券販売所や役場、地域局でのお知らせ

ポスターの掲示を予定しております。

それでは、詳細の説明をさせていただきます。

同条例の新旧対照表をごらんください。新旧対照表に同条例の別表をつけております。

し尿くみ取り搬出の１０リットル当たりの本体価格６０円に対しまして、改正前では消

費税率５％、１．０５を乗じた額６３．０円を６３円としております。改正後は、同額

に消費税率８％、１．０８を乗じた６４．８円を四捨五入いたしまして６５円とするも
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のでございます。

次に、この手数料改正により生じます時期による料金等の運用について御説明をさせ

ていただきます。料金は、本年４月１日以降のくみ取りにつきまして、改定後の１００

リットル当たり６５０円といたします。現在のくみ取り券は黄色の１００リットル券を

発行しておりますが、４月１日以降分としまして黄色から緑に色を変更をいたします。

３月末で残った黄色の６３０円券を使用する場合には、券の販売を委託しておりますＪ

Ａ粟賀支店、同じく寺前支店及び役場本庁におきまして差額分２０円をお支払いをいた

だき、その券に差額納付済みの検印を押すことといたします。

それでは、この運用に係ります施行規則、新旧対照表をごらんください。改正後の１

項の見出しとして「（施行期日）」を加えます。このことは、改正前のように１項目の

場合は不要ですが、２項目以上になると見出しが必要となるためでございます。

次に、２項の見出しでございます。朗読いたします。「（神河町し尿くみ取り手数料

の徴収に係る条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置）」、これが見出しでご

ざいます。

本文でございます。第２項、神河町し尿くみ取り手数料の徴収に関する条例の一部を

改正する条例、括弧を飛ばします、の施行の日の前日まで購入したし尿くみ取り券は、

一部改正条例の施行の日以降のくみ取りには使用できないものとする。ただし、改正後

の手数料との差額を納付し検印を受けた従前のし尿くみ取り券はこの限りではないとす

るものでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１４ 第８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第８号議案、神河町消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件でござ

います。

本条例は、非常勤消防団員や非常勤の水防団員または水防に従事した者並びに災害対

策基本法の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償について、必要な事

項を定めております。

このたびの改正理由は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施

策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成２４年６月２０日に成立、同年６
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月２７日に公布されたことに伴い、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令が本年４月１日から施行されることを受け、本条例の引用条文を改正するものでござ

います。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

この条例は、消防法等上位法に規定された非常勤消防団員等に係る損害補償を的確に

行うことを目的とした条例でございます。

それでは、新旧対照表をごらんください。介護補償、第９条第２号の冒頭に記載の法

律のアンダーライン「第５条第１２項」の内容は、「障害者支援施設とは」を記載した

ものでございます。町長が申し上げました上位法の改正に伴い、上位法の条文のうち項

の番号が１１項に繰り上がるもので、内容は変わりはございません。非常勤消防団員等

の損害補償に関して何ら影響を受けるものではございません。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については第３日目以降に行いますので御了承願います。

ここで昼食のため暫時休憩いたします。再開は１３時ちょうどといたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

午前中に続き日程に入ります。

⋞ ⋞

日程第１５ 第９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第９号議案、神河町水道給水条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町水道給水条例の一部を改正する条例制定の件でございます。

本条例は、町の水道事業の給水についての料金及び配水管または給水装置工事の費用

負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めておりま
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す。

このたびの改正内容は、条例第３６条の特別管理料の規定を削除するものでございま

す。特別管理料は、給水管設置後において屋内給水装置の未設置または使用休止により

水道施設を使用しない場合、普及促進と給水管の維持管理費用の一部に充てるために徴

収しておりましたが、平成２５年３月、普及率が９９．５％となり、当初の目的を果た

していると判断し、下水道処理施設の特別管理料とともに廃止するものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課、坂本でございます。

第９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町の水道給水条例第３６条、特別管理料の規定を削除するものでござ

います。

提案理由は先ほど町長からの説明のとおりでございまして、私からは、議案書の次の

ページ、本日差しかえをお願いしておりますペーパーでございますが、神河町水道給水

条例新旧対照表の内容について御説明いたします。

右側の改正前の第４章、料金及び手数料の（特別管理料）第３６条の条文を削除し、

左側ですけども、改正後は第３６条、削除とし、条文番号と削除された事実を記した条

文となっております。

ちなみにこの条例削除に伴います減収影響額は、年間１１０万円を見積もっておりま

す。

以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１６ 第１０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第１０号議案、神河町生活排水処理施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例制定の件でございます。
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本条例は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに水質保全を図るための生活排水

処理施設の設置について必要な事項を定めております。

このたびの改正内容は、第９号議案同様、条例第１６条の特別管理料の規定を削除す

るものでございます。特別管理料は、加入申し込みによる公共ます設置後において排水

設備の未設置または休止により下水道施設を使用しない場合、取水管及び公共ますの維

持管理費用の一部に充てるために徴収しております。これは下水道の普及促進と下水道

施設建設費の公平な負担を目的としておりましたが、平成２５年３月、下水道の水洗化

率が９７．５％となり、当初の目的を果たしたものと判断し、特別管理料を廃止するも

のでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課、坂本でございます。

第１０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例第１６条、特別管理

料の規定を削除するものでございます。

提案理由は先ほど町長からの説明のとおりでございまして、私からは、議案書の次の

ページ、神河町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例新旧対照表の内容につい

て御説明いたします。

右側、改正前の（特別管理料）第１６条の条文を削除し、左側ですが、改正後は第１

６条、削除とし、条文番号と削除された事実を記した条文となっております。

続きまして、その下ですけども、右側、改正前の「別表第２（第７条、第１６条関

係）」、続きまして「（１か月あたり）」を左側、改正後でございますが、「別表第２

（第７条関係）」、同じく「（１か月当たり）」に改正するものです。現行で用いられ

てる字句を使っております。

ちなみにこれに伴う減収影響額は、年間３６０万円と見積もっております。

以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１７ 第１１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第１１号議案、兵庫県市町村職員退職手当組合を

組織する地方公共団体の数の増減及び規約変更の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。
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町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規

約変更の件についてでございます。

このたびの規約変更は、南あわじ市⋞洲本市小中学校組合の脱退の申し出を受け、退

職手当組合を組織する構成団体に増減が生じるため、また小野加東環境施設事務組合が

組合の名称変更に伴い組合規約の変更をする必要があることから、構成団体との協議、

県との事前協議を踏まえて、構成団体が共通して議会の議決を求めるものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１８ 第１２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第１２号議案、兵庫県後期高齢者医療広域連合規

約変更の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、兵庫県後期高齢者医療広域連合規約変更の件でございます。

このたびの規約変更は、当広域連合の副連合長を現在の１名から２名にするものでご

ざいまして、構成団体との協議、県との事前協議を踏まえて、構成団体が共通して議会

の議決を求めるものでございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

それでは、詳細説明をさせていただきます。

後期高齢者医療広域連合は、県下全ての市町をもって組織をされておりまして、その

所掌事務としましては、被保険者の資格の管理、医療給付に関する事務、保険料の賦課、

保健事業事務、これは保健は健やかのほうの保健でございます。その他当該医療制度の

施行に関する事務を行っております。

副連合長の１名増の要因となりました具体的事例について申し上げます。副連合長は

連合長が広域連合議会の同意を得て、市町長のうちから選任し、その任期は当該市町長
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の任期とされております。昨年１１月に正副連合長がともに空席となり、事務局長が職

務代理をする事態が生じました。広域連合は特別地方公共団体であり、特別職不在の状

況は好ましくなく、安定して業務を執行するために今回２人とするものというものでご

ざいます。

副連合長の数につきまして、近畿管内の例を申し上げます。京都、大阪が４人、奈良、

和歌山が３人、福井、滋賀が２人となっております。兵庫県では現在、多可町長１名が

就任をされております。

議案書の２ページ目に記載しております新旧対照表のとおり、今回、副広域連合長を

１人から２人に規約変更するものでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第１９ 第１３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第１３号議案、平成２５年度神河町水道事業会計

資本剰余金の処分の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町水道事業会計資本剰余金の処分の件でございます。

地方公営企業法第３２条で剰余金の処分等の規定があり、その第３項で毎事業年度生

じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、または議会の議決を経て行わな

ければならないと規定されています。その規定に基づき、平成２５年度の水道事業会計

のうち、補助金をもって取得した資産の撤去により発生する損失について補助金を源泉

とする資本剰余金をもって補填することについて、議会の議決を求めるものでございま

す。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課、坂本でございます。

それでは、第１３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は、平成２５年度神河町水道事業会計資本剰余金の処分の件でございます。

さきの第１次地方主権一括法によりまして、地方公営企業法の改正による同法第３２
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条、剰余金の処分等の第３項に基づきまして、平成２５年度兵庫県の施工でございます

根宇野地内の亀岩川砂防水路工事に伴う水道管の移設に係る既設水道管の撤去により発

生した損失につきまして、資本剰余金をもって補填するものでございます。これにつき

ましては、会計の決算時、決算書の中で剰余金計算書がまた掲載されますので、その中

で内容が記されますので、よろしくお願いいたします。

御審議よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２０ 第１４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第１４号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の変更の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本件は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更の件についてでございまして、

辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項

の規定において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。

この計画書は、作畑⋞新田辺地の計画で、事業は２件ございます。１件目は、林道水

谷線の舗装新設工事の変更でございます。林道水谷線の舗装新設工事は平成２４年度か

ら２年間での施工予定でしたが、平成２５年９月２日から４日の大雨により施工箇所付

近で災害が発生し、県治山事業の工事車両が舗装面に影響を与えるため、日程を調整し、

平成２５年度の工事延長を短くし、残りを平成２６年度に実施することとしました。ま

た、路盤のＣＢＲ検査を実施した結果、当初、計画では確認できなかった路盤の支持力

が不足していることが発見されたため、その対策に必要な舗装厚を算出したところ、全

体事業費の増額が必要となり、変更するものでございます。

もう１件は、町道勝山線舗装工事の追加であります。作畑地区は右岸側に県道岩屋生

野線が縦断し、集落のある左岸側に町道勝山線がありますが、経年劣化で舗装面などの

悪化により生活道路として支障があり、ひび割れの段差によって冬季の除雪作業がスム

ーズに行えない状態でありますので、辺地対策事業によって舗装工事を行います。これ

ら２件についての辺地総合整備計画の変更でございます。

なお、詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明しますので、よろしく御

審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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総務課特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。

第１４号議案の詳細説明をいたします。

施設の整備を必要とする事情は先ほど町長の提案説明のとおりで、計画の実施により

地域の活性化を図るものでございます。

計画書でございますが、表紙をめくっていただきまして、作畑⋞新田辺地の計画書で、

人口１９７人、面積１９．１平方キロメートル。辺地度点数は１５６点。

３番の公共施設の整備計画ですが、林道水谷線舗装新設事業は、平成２４年度から平

成２５年度までの２年間から、平成２６年度までの３年間に延長し、事業費４，６５０

万５，０００円から６，０２８万円に増額します。特定財源は林道改良事業県補助金で

５１％の３，０６９万１，０００円。一般財源のうち２，９５０万円が辺地対策事業債

でございます。

次に、町道勝山線ですが、平成２６年度単年度事業で事業費１，５５０万円で補助金

なしの全額辺地対策事業債でございます。

２ページには年次別計画表をつけておりますが、林道水谷線の平成２６年度事業費は

１，９４０万円、県補助金９８４万３，０００円、一般財源のうち辺地対策事業債は９

５０万円でございます。町道勝山線舗装事業は延長７５０メートルで幅員４メートルで

ございます。

３ページ、４ページには変更に係る理由書をつけております。５ページ、７ページに

は位置図と図面をつけております。８ページには現段階での辺地の対策事業の予定をつ

けております。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２１ 第１５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第１５号議案、辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定の件を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本件は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定の件についてでございまして、

辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

この計画書の事業は、上越知防火水槽新設事業でございます。上越知地区は最も近い
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消防水利で３００メートル以上離れており、高齢化の影響から地域の防災活動も変化し、

消防団活動等、今まで若年層が担っていたものが現在では地域全ての者が担わなければ

ならない状況でございます。また、無人の熊野神社には熊野名水があり、町内外から多

くの人が訪れていますが、山林火災の可能性もございます。急峻な地形での消火活動や

山林火災等に対応するため、集落の上部２カ所に防火貯水槽を設置し、消防水利を確保

することで災害時の初期活動が容易にできるようにするため、辺地対策事業で整備しま

す。

なお、詳細につきまして、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。

第１５号議案の詳細説明をいたします。

施設の整備を必要とする事情は先ほどの町長提案説明のとおりで、計画の実施により

地域の活性化を図るものでございます。

表紙をめくっていただきまして、上越知辺地の総合整備計画で、人口１２３人、面積

４．０平方キロメートル。辺地度点数は１２１点。

３番の公共施設の整備計画ですが、上越知防火水槽新設事業で２基を新設しまして、

事業費は１，４３１万円でございます。特定財源として消防防災施設整備事業費国庫補

助金が５３８万６，０００円で、一般財源が８９２万４，０００円、うち８９０万円が

辺地対策事業債でございます。

２ページには年次計画書をつけておりますが、平成２６年度単年度の施工でございま

す。３ページには理由書をつけておりますが、１基は鋼製ＦＲＰ複合の４０立方メート

ル型で、もう１基はコンクリート製の４０立方メートル型でございます。４ページに箇

所図、５ページに図面、６ページには辺地の対策事業の予定をつけております。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２２ 第１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第１６号議案、平成２５年度神河町一般会計補正

予算（第６号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。
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本議案は、平成２５年度神河町一般会計補正予算（第６号）でございまして、補正予

算（第５号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでございます。

補正の主な要因は、年度内に執行できない事業について第２表繰越明許費、消費税引

き上げに伴い第３表債務負担行為の補正、第４表地方債の補正、固定資産税の増額と町

たばこ税の減額、国の平成２４年度補正事業の補正予算債に係る地域の元気臨時交付金

の計上、土地開発事業振興基金特別会計繰入金の減額、ＣＡＴＶ委託料⋞使用料の減額、

児童手当の減額、中播衛生施設事務組合負担金の減額、水谷線の林道改良工事請負費の

減額、環境対策育林事業補助金⋞緊急防災林整備事業負担金⋞森林整備事業補助金の減

額、神崎⋞市川線の町道新設改良工事請負費の減額、粟賀⋞柏尾⋞貝野線等の町道改良

工事請負費の減額、空き家利活用再生事業補助金の減額、消防退職報償金の減額、寺前

小学校大規模改造設計業務委託料の減額、各項における災害工事請負費の減額等でござ

います。

これらにより歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億６，５９４万８，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億２，２１２万１，０００円

とするものでございます。

詳細につきまして、総務課財政特命参事から説明しますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田でございます。

第１６号議案の詳細説明をいたします。

それではまず、６ページをお願いします。第２表繰越明許費でございます。障害者自

立支援給付システム改修事業９０万８，０００円、以下合計２億５，２５４万５，００

０円でございまして、いずれも年度内の事業完了が見込めないため、平成２６年度へ繰

り越しするものであります。

続きまして、７ページ、第３表債務負担行為補正でございます。消費税の引き上げに

よって平成２６年度以降の額がふえるため、補正で例規集データベースシステム導入事

業が１，０３５万５，０００円に、ＣＡＴＶ伝送路設備保守委託事業が３１８万円に、

評価がえ固定資産評価システム業務委託事業が５７２万８，０００円に増額でございま

す。

８ページをお願いします。第４表地方債補正でございます。それぞれの事業の確定見

込みにより限度額を補正いたすものでございまして、林道整備事業は水谷線で５２０万

円減額の９２０万円、道路整備事業は町道粟賀⋞柏尾⋞貝野線、野村沢線、神崎⋞市川

線支線に係るもので４，２３０万円減額の７，３００万円、橋梁整備事業はしんこう大

橋に係るもので２１０万円減額の１，１９０万円、河川整備事業は土砂災害システムに

係るもので４０万円減額の４９０万円、消防施設整備事業はポンプ自動車と防火水槽に
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係るもので１，６９０万円減額の３４０万円、これにつきましては一部地域の元気臨時

交付金を充当しました。消防救急デジタル無線整備事業は姫路市消防に係るもので８０

万円減額の３，７９０万円、小学校施設整備事業は寺前小学校大規模改造設計に係るも

ので９１０万円減額の９９０万円、農業用施設災害復旧事業は６２０万円減額の４０万

円、林業施設災害復旧事業は１６０万円減額の７１０万円、公共土木施設災害復旧事業

は２６０万円減額の１億６５０万円、観光施設災害復旧事業は１２０万円減額の１，３

３０万円、グリーンエコー笠形親水公園整備事業は３６０万円減額の４，２９０万円で

ございます。合計で９，２００万円減額の７億５，５２６万３，０００円となります。

続きまして、歳入歳出予算事項別明細書で説明させていただきます。１１ページをお

願いします。

歳入でございます。固定資産税は町内の事業所の設備投資が多かったこと等により１，

８２５万４，０００円の増額でございます。町たばこ税は消費量の減少によって４２７

万１，０００円の減額でございます。地方譲与税以降は見込み数値の修正による減額で、

一番下の地方交付税におきましては、追加交付によります２９４万２，０００円の増額

でございます。

１２ページ、災害復旧費分担金は工事補助率の確定によりまして１，４１３万円減額

で、以下、民生費負担金、教育使用料、民生費国庫負担金につきましては、実績見込み

によります増減でございます。公共土木施設災害復旧費負担金は工事補助率の確定によ

るものでございます。

１３ページ、民生費国庫補助金の障害者自立支援給付支払い等システム改修補助金は、

年度内に補助される可能性があるため科目設定でございます。衛生費国庫補助金の感染

症予防事業費等国庫補助金はがん検診等の実績見込みによるもので、循環型社会形成推

進交付金は合併浄化槽に対する補助金で、国の予算不足により５万６，０００円の減額

となりました。土木費国庫補助金の道整備交付金２００万円増額は神崎⋞市川線の事業

確定によるもので、社会資本整備総合交付金は橋梁長寿命化計画策定業務の割り当て事

業の確定に係るもので、７１万５，０００円の増額でございます。地域の元気臨時交付

金は平成２４年度国の補正予算による事業を実施した自治体に補正予算債を起こして交

付されるもので、鍛治市川左岸線に充当した額が１，２００万円、１つ飛んで消防費補

助金で耐震貯水槽とポンプ自動車に充当した額が２，１２３万６，０００円でございま

す。住宅費補助金は空き家再生事業が予定より減ったことによって５３５万円の減額で

ございます。教育費国庫補助金、民生費県負担金、総務費県補助金は決算見込みによる

増減でございます。

１４ページ、老人福祉費補助金の３００万円増額は小規模多機能施設の増床によるも

ので、児童福祉費補助金の３８万６，０００円増額は保育所の園児数がふえたことによ

るものでございます。農業費補助金の下から２つ目、ため池一斉点検補助金６０万４，

０００円増額は国の補正予算によるもので、このページのその他は実績見込みによる増
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減でございます。

１５ページをお願いします。指定寄附金は神河ふるさとづくり応援寄附金が特産物を

送る制度の効果もあり、８０万円の増額でございます。土地開発事業特別会計繰入金は

分譲がなかったため３，８１１万４，０００円の減額でございます。寺前地区振興基金

特別会計繰入金は寺前漁業協同組合の資金不足のため繰り入れるものでございます。雑

入につきましては、下から４行目の緊急助成事業交付金は宝くじ収益による交付金でコ

ミュニティバスに対して補助される予定でしたが、対象事業から外れたため９５４万円

の減額でございます。サル出没総合対策事業補助金３２万円とシカ捕獲実施隊編成支援

事業補助金２６８万８，０００円は、平成２４年度国の補正予算で措置された補助金で、

県協議会を設立し、基金を造成して補助されるもので、従来の補助金と別に雑入で計上

しました。雑入のその他につきましては、実績見込みによるものでございます。

１６ページ、町債につきましては、第４表で説明したとおりでございます。

続きまして、１７ページ、歳出でございます。報償費、需用費、役務費、委託料の農

家宿泊委託料は、地域交流センターの災害支援事業について該当者がなかったためそれ

ぞれ減額でございます。旅費は東北派遣職員の帰郷の回数が減った額と地域交流センタ

ー支援分の１０７万５，０００円の減額で、１３節委託料のシステム運用維持委託料は

しんこうタウンの行政区設定変更による電算システム委託料の７３万５，０００円の増

額でございます。地方バス等公共交通維持確保対策補助金は、神崎小学校統合に伴い運

行経路の見直しによる運行回数、走行距離が増加したため７７万円の増額でございます。

貸付金は医師就学貸付金について３名分の予算を組んでおりましたが、２名でしたので、

２４０万円を減額いたします。

文書管理費の需用費、財産管理費の役務費、委託料は、決算見込みによる増減でござ

います。積立金の財政調整基金積立金は、今回補正の余剰額を基金に積み立てるもので

あります。神河ふるさとづくり応援寄附金積立金は、ふるさと納税の寄附金を基金に積

み立てるものでございます。公共施設維持管理基金積立金は、小学校太陽光発電売電収

入１９万６，０００円を積み立てます。交通対策費のコミュニティバス運行委託料につ

きましても、運行回数、走行距離の増加によりまして１９０万３，０００円の増額でご

ざいます。バス停設置費補助金につきましては、難工事となるため予算額ではできない

ことから中止となり、４４万円の減額で、路線バスコミュニティ料金化事業負担金は、

生野線の利用者かふえたため２０万３，０００円の増額でございます。ＪＲ山陰本線⋞

播但線輸送改善事業補助金は、事業費確定によって１１万円の減額でございます。

１８ページ、１３節委託料と１４節使用料はそれぞれ入札減によるものですが、デー

タ放送システムリース料について今後の運営を考えるため中止することにしました。税

務総務費の固定資産税基礎図面等整備業務委託料は、高浅田、宮野地区の地籍調査の登

記委託が来年となったため４４万４，０００円の減額で、標準地鑑定評価業務委託料は

４１１万８，０００円の減額と戸籍住民基本台帳費の法改正システム改修委託料の２１
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万７，０００円減額は、入札減によるものでございます。

１９ページ、町社会福祉協議会補助金減額は臨時特例法による給与減額と県社会福祉

協議会から相談業務補助金があり、それを人件費に充当するため減額となったものでご

ざいます。国民健康保険事業特別会計繰出金９６万４，０００円減額と保険者支援分５

２万３，０００円の減額は補助金確定によるもので、介護保険事業特別会計繰出金は介

護給付費の増額とシステム改修の発生により３９２万３，０００円の増額でございます。

老人福祉費の地域介護拠点整備事業補助金は、小規模多機能施設の増床分の補助金で３

００万円でございます。白寿祝い金は予定者の死亡によって４０万円の減額でございま

す。心身障害者福祉費、委託料の障害者自立支援給付システム改修委託料の９０万８，

０００円は繰り越しする事業でございます。

児童福祉総務費の子どもを健やかに生み育てる支援金は、出生者の見込み減により３

５万円の減額でございます。児童措置費の児童手当は受給者対象児童の減により１，０

２７万円の減額で、保育所費の委託料６４９万３，０００円の増額と保育士処遇改善臨

時特例給付事業３８万６，０００円の増額は通園者の増によるものでございます。

保健衛生総務費で公立神崎総合病院事業会計補助金４７９万円の減額と水道事業会計

補助金１６０万円の減額は、新公営企業会計システムの一部が交付税算入となることか

ら繰り出していましたが、契約額が決まりましたので、超えた部分について減額いたし

ます。また、病院へ稼働システムの導入のため繰り出しておりました１億５，０００万

円は、導入がおくれることになりましたが、経営基盤強化のためそのまま繰り出してお

ります。健康づくり対策費の需用費２３０万９，０００円減額と委託料２０８万９，０

００円の減額と任意予防接種助成分６６万４，０００円の減額は、実績見込みによる減

額でございます。２０ページ、任意予防接種助成金６６万４，０００円減額と妊婦健診

助成金２２５万２，０００円の減額につきましても実績見込みによるものでございます。

中播北部行政事務組合火葬場分は、燃料費と修繕費の増額と前年度繰越金を差し引き

した１５３万円の減額で、クリーンセンター分はリサイクルプラザの塩ビごみ処理委託

料と前年度繰越金を差し引きした５０万円の増額でございます。中播衛生施設事務組合

負担金は、し尿汚泥投入量の増に伴い５１９万７，０００円の減額で、下水道事業会計

補助金は会計システムの入札減によるもので、１６０万円の減額でございます。

農業振興費の委託料と負担金補助及び交付金は、実績見込みによる減額ですが、神河

町地域農業再生協議会補助金は、県から直接協議会に補助されることになりましたので、

全額を減額いたします。農地費のため池一斉点検委託料は国の補正によるもので、７カ

所、６１万円を計上し、全額繰り越しします。

２１ページ、農業施設費の神河町フードセンター施設改修工事請負費は、空調設備と

洗浄乾燥機の入札減により１７４万６，０００円の減額でございます。水車公園の体験

実習館プレハブ冷蔵庫修繕工事も入札減によって１１万４，０００円の減額で、備品購

入費は真空包装機ですが、入札減によって２４万２，０００円の減額でございます。
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林業総務費の需用費、委託料は事業が多くできなかったため減額で、工事請負費の林

道改良工事費は水谷線で９月に発生した豪雨災害によって県治山事業との調整が難しく、

今回減額して２６年度で予算化するものであります。木工芸センター高圧電気設備修繕

工事請負費は入札減によって３３万１，０００円の減額でございます。負担金補助及び

交付金ですが、夏以降、市川町や姫路市夢前町で渓流対策の発注が多くあり、森林組合

の労務班、搬出用重機が渓流対策事業に集中したため造林業の進捗がおくれ、環境対策

育林事業は６６０万３，０００円減額しまして８８７万１，０００円となり、緊急防災

林整備事業負担金は９３０万４，０００円減額の１７７万３，０００円、林道整備事業

補助金は５５４万円減額の５０万円となりました。

商工振興費の重点分野雇用創造事業委託料ですが、観光協会の雇用補助で追加申請が

認められましたので、３０万円の増額でございます。起業支援型雇用創造事業委託料は

ヨーデルの森雇用補助でございますが、事業期間が平成２５年８月から２６年７月まで

の期間でしたので、３カ月分の１３３万３，０００円を減額いたします。観光振興費の

グリーンエコー笠形親水公園整備工事請負費は石材調達の方法で現地調達と他工事流用

が設計以上に確保できたことによって変更し、３７７万円の減額をいたします。大河内

高原整備費の需用費はとのみね自然交流館の電気代で１４万１，０００円の増額で、自

動車借り上げ料は天候の影響でバスの運行回数が減ったことにより８０万円の減額でご

ざいます。

２２ページ、道路橋梁維持費の工事請負費はしんこう大橋の維持修繕工事の入札減に

よりまして２００万円の減額でございます。道路橋梁新設改良費の委託料は橋梁長寿命

化修繕計画策定業務委託料で国の補正によって割り当て事業費が減額になったもので、

１６３万３，０００円の増額でございます。町道新設改良工事請負費は町道神崎⋞市川

線で工事費の確定によりまして６８０万円の減額で、町道改良工事請負費は粟賀⋞柏尾

⋞貝野線と野村沢線で同じく工事費の確定によりまして４，１００万円の減額でござい

ます。町道改良工事用地購入費１００万円減額と立木補償費１００万円減額は、神崎⋞

市川線支線の法線変更によって不用となりましたので、減額しました。

河川費の土砂災害情報システム更新料は入札減によりまして７９万９，０００円の減

額でございます。住宅建設費の設計監理委託料はカクレ畑水道設備分で入札減により２

２万１，０００円減額で、水道設備管理委託料は工事が年度末まで及び不用となりまし

たので、３７万８，０００円の減額、工事請負費についても入札減によりまして１７６

万５，０００円の減額でございます。空き家利活用再生事業補助金は事業縮小によりま

して１，０７０万円の減額でございます。

常備消防費の負担金補助及び交付金は姫路市消防の消防救急デジタル無線整備負担金

の精算による８３万６，０００円の減額と資機材搬送車両更新負担金の精算による４万

５，０００円の減額でございます。非常備消防費の消防団退職報償金は当初４０歳以上

７１名分を計上していましたが、退職されたのが５３名であったため、７４７万６，０
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００円の減額でございます。２３ページ、防火水槽設置工事請負費は大山、福本、東柏

尾の３基設置しましたが、工事の入札減によりまして７８万３，０００円の減額で、委

託料につきましても、地域防災計画改訂業務委託料の入札減によります１０８万１，０

００円の減額でございます。

小学校教育振興費と中学校教育振興費は、要保護及び準要保護児童と特別支援学級児

童の認定者がそれぞれ見込みより減ったため減額でございまして、小学校建設費の設計

業務委託料は入札減によりまして９５７万３，０００円の減額でございます。幼稚園費

は国庫補助金によります５，０００円の財源変更でございます。社会教育総務費の指導

者謝礼は人権学習の中学校の１学級は参加者がなく実施しなかったため３７万５，００

０円の減額で、実施校ボランティア出役謝礼は放課後子ども教室の実績見込みによる１

６万２，０００円の減額でございます。体育施設管理費はＢ＆Ｇ財団の改修支援金が減

額となったため財源の補正でございます。学校給食費につきましては、認定者の見込み

減による援助費の減額でございます。

２４ページ、災害復旧費、工事費及び補助率が確定したためそれぞれ減額でございま

す。

２５ページ以降は給与費明細書を添付しております。

簡単でございますが、以上で説明を終わります。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２３ 第１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第１７号議案、平成２５年度神河町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）でござ

いまして、補正予算（第３号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳入では、国民健康保険税の決算見込みで１億１，８１４万６，００

０円の減額、歳出の療養給付費や高額療養費の減額に伴うものとして、国庫支出金で３

８８万３，０００円の減額、療養給付費交付金で５８９万７，０００円の減額、県支出

金で１８３万９，０００円の減額でございます。共同事業交付金では、高額医療費共同

事業費拠出金及び保険財政共同安定化支援事業交付金の見込み額合計で３，９８３万５，

０００円の増額、繰入金では国保税の収入見込み減に伴う財政調整基金からの繰り入れ
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等で３，５０８万４，０００円の増額でございます。

歳出では、総務管理費で高齢者負担区分変更に伴うシステム改修費等で５５万５，０

００円の増額、保険給付費の療養給付費及び高額療養費は医療費は減少傾向である中で

先が読めませんが、決算見込みとして２，２１１万５，０００円の減額、共同事業拠出

金で高額医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金の確定に伴い５２５万９，０

００円の減額、財政調整基金積立金で国保税の収入見込み減に伴い積み立てを取りやめ、

一般財源に充当するため２，７８９万２，０００円の減額でございます。

これらによりまして歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５，４８４万６，００

０円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３，７３８万５，０００

円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から御説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。

それでは、詳細を説明させていただきます。

歳出の７割を占めます保険給付費の療養給付費、つまり医療費のうち町が支払う分に

つきましては、民生産業常任委員会で１１月分まで報告をしております。１２月分につ

きましては、前月比約１６０万少ない６，５４０万となっており、町長が申しましたと

おり、高騰した２４年度に対して減少傾向にありますが、年度の残り月数の動向が読め

ないことから、各項目におきまして月平均に３から１０％を上乗せして積算をしておる

ものでございます。

それでは、予算事項別明細書６ページをごらんください。歳入の部、１款国民健康保

険税は一般と退職の現年課税分の説明欄、３項目、医療給付費、後期高齢者支援分、介

護給付金分について全て決算見込みによるもので、税合計で１億１，８１４万６，００

０円の減額。

３款国庫支出金の１項国庫負担金の１目療養給付費等負担金の現年度分は、歳出の一

般療養給付費の減少に伴い５１９万円の減額。２目高額医療費共同事業負担金は歳出の

共同事業拠出金算定額の確定により４６万５，０００円の減額でございます。３目特定

健診等負担金は２４年度の同負担金確定により２万２，０００円の増額でございます。

２項国庫補助金の１目財政調整交付金、１節の普通調整交付金は歳出の一般療養給付

費の減少に伴い１４５万９，０００円の減額。２節の特別調整交付金は２５年度で実施

したシステム改修、非自発的失業者の税軽減、臓器提供意思シール作成等の実績方向に

より３１４万６，０００円の増額。３節高齢者医療円滑運営事業は７０歳から７４歳ま

での窓口負担引き上げの凍結に伴い高齢者受給証を再発行する経費で６万３，０００円
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の増額でございます。

４款療養給付費交付金、１節の現年度分は歳出の退職の療養給付費及び高額療養給付

費の減少に伴い５８９万７，０００円の減額。

７ページをお願いします。６款県支出金の１項県負担金、１目高額医療費共同事業負

担金は歳出の共同事業拠出金算定額の確定により４６万５，０００円の減額でございま

す。３目特定健診等負担金は２４年度の同負担金確定により２万２，０００円の増額。

２項県補助金の１目財政調整交付金、１節普通調整交付金は歳出の一般療養給付費の

減少に伴い９７万３，０００円の減額。２目国保育成指導費補助金は同補助額の確定に

より４２万３，０００円の減額でございます。

７款の共同事業交付金、説明欄の高額医療費共同事業交付金は２，３８８万６，００

０円、保険財政共同安定化事業交付金１，５９４万９，０００円、これはいずれも決算

見込みによる増額でございます。

９款の繰入金、１項他会計繰入金の１節保険基盤安定繰入金の説明欄、保険税軽減分

としまして１７１万９，０００円と保険者支援分５２万３，０００円は、いずれも負担

金額確定による減額でございます。２節の職員給与費は時間外勤務の増加により１１万

４，０００円の増額。４節財政安定化支援事業繰り入れは交付税措置による補助金額確

定により６４万１，０００円の増額でございます。

２項の基金繰入金の１節財政調整繰入金は財源不足に伴う基金充当で３，６５７万１，

０００円の増額でございます。

８ページの歳出の部をお願いいたします。１款総務費、１目一般管理費で高齢者負担

割合に伴うシステム改修費で４４万１，０００円の増額。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者等療養給付費は医療費の減少に伴

い１，２８４万１，０００円の減額。２目退職も同様に４３２万９，０００円の減額。

３目一般被保険者療養費は資格遡及者の現金給付の増加によりまして２８２万８，００

０円の増額。４目退職も同様に４万８，０００円の増額でございます。

２項高額療養費の１目一般被保険者等高額療養給付費は医療費の減少に伴い６２０万

５，０００円の減額。２目退職も同様に１６１万６，０００円の減額でございます。

７款共同事業拠出金、１目の高額医療費拠出金は拠出金の確定により２０１万８，０

００円の減額。９ページに行きまして、２目保険財政共同安定化事業拠出金も拠出金の

確定により３２４万１，０００円の減額でございます。

９款基金費の１目財政調整基金積立金は歳入不足に伴い財源充当のため２，７９８万

２，０００円の減額を行うものでございます。

１０款諸支出金は、昨年９月議会で２４年度の特定健診負担金で返還金が生じる見込

みで補正をお願いをいたしましたが、杞憂に終わったこと等により４万５，０００円の

減額となります。

これらによりまして、歳入歳出補正額合計をそれぞれ５，４８４万６，０００円の減
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額とするものでございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２４ 第１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第１８号議案、平成２５年度神河町介護保険事業

特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）でございま

して、補正予算（第３号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでござい

ます。

補正の主な内容は、歳入では、介護保険料３９５万７，０００円の増額、国庫支出金

９２３万９，０００円の増額、支払い基金交付金４８９万１，０００円の増額、県支出

金３１４万８，０００円の増額、繰入金１，３０７万５，０００円の増額、いずれも決

算見込みによります増額補正でございます。

歳出では、総務費２０９万８，０００円の増額。これは消費税増税に伴うシステム改

修経費でございます。次に、保険給付費３，２５０万６，０００円の増額、地域支援事

業費２９万４，０００円の減額。こちらもいずれも決算見込みによります補正でござい

ます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，３０１万４，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億８，７８２万９，０００

円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いい

たします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。第１８号

議案の詳細について御説明申し上げます。

事項別明細書以下で説明させていただきますので、６ページをごらんいただきたいと

思います。まず、歳入でございます。１款１項１目第１号被保険者保険料３９５万７，

０００円の増額でございます。この増額の要因は、当初見込んでおりました階層別の中
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で、第１段階から第４の１段階の被保険者が少なく、基準額以上において多くなったこ

とによる増額でございます。

次に、４款１項１目介護給付費負担金８９８万９，０００円の増額でございます。増

額の要因といたしましては、介護給付費の増額によるものでございます。

次に、２項１目調整交付金２５万１，０００円の増額でございます。調整交付金は、

介護給付費の５％で計算されますので、介護給付費の増額に伴うものでございます。４

目事業費補助金６５万円の増額。これは法改正システム改修費補助金でございまして、

事業費の２分の１の補助がございますので、そのものを計上しております。

次に、５款１項１目介護給付費交付金４５１万１，０００円の増額でございます。こ

れにつきましても、介護給付費の２９％で計算をされますので、介護給付費の増額に伴

うものでございます。２目地域支援事業交付金３８万円の増額は、決算見込みによるも

のでございます。

７ページをお願いいたします。６款１項１目介護給付費負担金３１４万９，０００円

も、介護給付費の増額に伴うものでございます。

８款１項１目介護給付費繰入金４０６万４，０００円。介護給付額の増額に伴い、一

般会計から繰り入れるものでございます。２目一般会計繰入金は、その他事務費繰入金

で１５万２，０００円の増額。地域支援事業繰入金、包括的支援事業⋞任意事業の分で

ございますが、２９万３，０００円の減額は、決算見込みによるものでございます。

８款２項１目介護基金繰入金７２０万６，０００円の増額でございます。これも介護

給付費給付額の増額に伴うものでございます。

続きまして、歳出でございます。８ページをお願いいたします。１款１項１目資格業

務管理費１３０万２，０００円の増額で、法改正システム改修費でございまして、消費

税が８％になることによりますシステム改修でございます。

４項１目認定調査等費５０万円の減額です。これにつきましては、決算見込みにより、

主治医意見書料が減額をするものでございます。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費３，２５９万６，０００円の増額でございま

して、居宅介護サービス給付費等で、当初予算比較で１０．３％の伸びをいたしており

まして、３，６００万円の増額。施設介護サービス給付費で、当初予算比較をいたしま

して２．９％減の１，２２０万円の減。地域密着型介護サービス給付費で、当初予算比

較８．５％の伸び、６００万円の増。高額介護サービス給付費で、当初予算比較１４．

０％伸びの１８９万６，０００円の増額。特例特定入所者介護サービス給付費で、当初

予算比較ということで２８０％という伸びで９０万円の増額でございまして、給付費全

体で当初予算比較３．１％の伸び、３，２５９万６，０００円の増額でございまして、

決算見込みによるものでございます。

２項１目審査支払い手数料９万円の減額は、決算見込みによります減額でございます。

３款１項１目二次予防事業費は、財源振り分けでございます。
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９ページをお願いいたします。２項１目介護予防ケアマネジメント事業費２９万４，

０００円の減額で、職員３名分の人件費の減額、介護予防サービス計画作成委託料は、

決算見込みによる減額でございます。

１０ページ以降に給与費明細を添付いたしております。

以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

ここで暫時休憩いたします。

再開を１４時２５分といたします。

午後２時０８分休憩

午後２時２５分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き、会議を再開いたします。

先ほどの提案説明の中で、若干不備があったということで、訂正の申し出がございま

したので許可いたします。

第１７号議案と第１８号議案についての訂正を、町長より訂正していただきます。許

可いたします。

どうぞ。

○町長（山名 宗悟君） 議長のほうから説明があったのですが、第１７号、１８号議案

で金額を間違って説明をしましたので、訂正をお願いします。

まず、第１７号議案の平成２５年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）ですが、財政調整基金積立金ということで、９ページになろうかと思います。積み

立てを取りやめ一般財源に充当するために、２，７８９万２，０００円と申し上げまし

たが、２，７９８万２，０００円が正しいということで御理解をお願いいたします。

続いて、１８号議案の平成２５年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

でございますが、歳入の国庫支出金、私、９２３万９，０００円と申し上げましたが、

これは間違いで、９８８万９，０００円でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上、訂正がございましたので、御了承願います。

それでは、日程に戻ります。

⋞ ⋞

日程第２５ 第１９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第１９号議案、平成２５年度神河町土地開発事業

特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま
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す。

本議案は、平成２５年度神河町土地開発事業特別会計補正予算（第２号）でございま

して、補正予算（第１号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでござい

ます。

補正の主な内容は、歳入で、貝野住宅用地売り払い収入につきまして、当初見込んで

おりました売り払い収入額３，８１１万４，０００円を減額いたします。

歳出では、貝野宅地造成事業費の一般会計繰出金につきまして、貝野住宅用地売り払

い収入の減額に伴いまして、同額の３，８１１万４，０００円を減額いたします。

これらにより、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，８１１万４，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，１０９万５，０００円とするも

のでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２６ 第２０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２６、第２０号議案、平成２５年度神河町老人訪問看護

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町老人訪問看護事業特別会計補正予算（第３号）でござ

いまして、補正予算（第２号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳出におきまして、嘱託職員の退職や異動により、共済費８０万円、

賃金を１００万円減額しております。

また、備品購入費において、当初公用車を購入する予定でしたが、職員が減ったこと

などで購入の必要がなくなり、２００万円減額しております。そして、予備費を１８０

万円増額し、公用車の購入について基金を充てる予定であったため、歳入で財政調整基

金繰入金２００万円を減額しております。

これらにより、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８５１万６，０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。
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⋞ ⋞

日程第２７ 第２１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２７、第２１号議案、平成２５年度神河町産業廃棄物処

理事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第４号）でご

ざいまして、補正予算（第３号）以降に補正要因が生じたものについて補正するもので

ございます。

補正の内容は、歳入では、使用料及び手数料で４７１万円の増額。これは建設残土等

搬入量が、当初見込みの６，０００トンから、年度末見込みで９，０００トンとなるこ

とによるものでございます。

基金繰入金は１５８万円の減額。昨年１０月の専決補正で１５８万円を計上しました

が、先ほど申し上げました使用料の増で対応ができるため、財源を振りかえるものでご

ざいます。

歳出では、産業廃棄物処理事業費全体で３１３万円の増額。内訳としましては、委託

料で１７７万１，０００円の増額。これは、搬入量の増及び除雪業務の追加による管理

業務の増加であります。使用料及び賃借料で６万３，０００円の増額。搬入量増に伴う

住友石炭マテリアルズ株式会社の橋梁使用料の増でございます。工事請負費で１２０万

円の減額。保安林内作業により、処分場北部から南部へ運土したことにより、北部のの

り面形成ができなくなったため減額いたします。基金積立金は２４９万６，０００円の

増額。搬入量による使用料増のうち、余剰金額を積み立てるものでございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１３万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，９４３万８，０００円とするものでありま

す。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

予算事項別明細書の４ページをお願いいたします。歳入では、１款使用料及び手数料

で、建設残土等搬入量３，０００トン増により、４７１万円の増額。
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３款基金繰入金では、昨年１０月の専決補正で、災害による進入路の舗装工事分を計

上しましたが、使用料増により財源振替を行う１５８万円の減額でございます。

歳出は５ページをごらんください。１３節委託料は、搬入土量等の増加によります押

し土作業の増や、冬季の除雪作業、これまで３回の実施分と、年度内残り月分を見込ん

でおり１７７万１，０００円の増額でございます。１４節使用料及び賃借料は、住友石

炭鉱業所有の橋梁使用料で、搬入量増量の３，０００トンに１トン当たり単価２０円を

乗じた６万３，０００円の増額でございます。１５節工事請負費につきましては、本年

度で保安林内作業を実施しまして、北部から新設の南部へ運土を行いました。これは、

同処分場には保安林が存在をし、新設しました南部は保安林が大半を占めております。

施設の北部は保安林が少ない状態でございます。保安林には、壁土、瓦、コンクリート、

れんが片等は持ち込むことができず、純粋な土砂のみとされております。北部へそれ以

外のものを持ち込むことになります。したがいまして、北部にポケットをつくるべく運

土をしたことにより、当初予定しておりました北部ののり面成形工事ができなくなり、

全額に当たります１２０万円を減額するものでございます。２５節の基金積立金は、使

用料増額のうち余剰金相当額２４９万６，０００円を積み立てるものでございます。

これらによりまして、歳入歳出補正額合計それぞれ３１３万円の増額とするものでご

ざいます。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２８ 第２２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２８、第２２号議案、平成２５年度神河町寺前地区振興

基金特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町寺前地区振興基金特別会計補正予算（第２号）でござ

いまして、補正予算（第１号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでご

ざいます。

補正の内容は、歳出で、集落助成金として集落運営諸経費助成金など３，４１４万２，

０００円、寺前漁協への補助金として一般会計への繰出金を２０万円、基金の運用収入

の積立金を５１０万３，０００円、それぞれ増額するものであります。

その財源としまして、振興基金からの繰入金３，４３４万２，０００円、財産運用収

入５１０万３，０００円の増額でございます。
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これらにより、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９４４万５，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，１５８万円とするものでございま

す。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、地域振興課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課の野村でございます。それでは、平成２５

年度神河町寺前地区振興基金特別会計の補正内容を御説明申し上げます。

４ページをお願いします。まず、歳出でありますが、１款総務費、１項総務管理費、

２目振興基金費でございます。国債運用等による利益５１０万３，０００円を基金に積

み立て、３目の地域振興費の負担金、補助及び交付金で、集落運営諸経費助成金としま

して３，３６４万２，０００円を増額しております。これは、集落運営事業に役立てる

ため、各集落の持ち分を一律１０％取り崩したのと、利息の集落への配当分でございま

す。さらに、スポーツ⋞レクリエーション施設整備事業補助金としまして、１集落分５

０万円を増額いたします。また、繰出金は、寺前漁協への追加補助金として２０万円を

一般会計へ繰り出します。

これらの歳出に相当する金額を歳入に増額しておりまして、振興基金からの繰入金で

３，４３４万２，０００円、財産運用収入として地区振興基金利子分５１０万３，００

０円を増額しております。

歳入歳出それぞれ３，９４４万５，０００円を追加するものでございます。

以上で寺前地区振興基金特別会計の詳細説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第２９ 第２３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２９、第２３号議案、平成２５年度神河町水道事業会計

補正予算（第５号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町水道事業会計補正予算（第５号）でございまして、補

正予算（第４号）以降に補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条、収益的収入の水道事業収益を、営業収益で３４万円の増
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額、営業外収益で１６０万円の減額で、合計１２６万円の減額。収益的支出の水道事業

費用を、営業費用で１００万円の減額、営業外費用で２６万７，０００円の増額、予備

費で５２万７，０００円の減額で、合計１２６万円を減額し、収益的収入及び支出の予

定額を３億４，８０５万３，０００円に補正するものであります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課、坂本でございます。それでは、水道事業

会計補正予算（第５号）につきまして、詳細を御説明いたします。

予算第３条、２ページをごらんいただきまして、収益的収入の水道事業収益、その他

営業収益の雑収益で、新規加入金で４口分の３４万円の増額。他会計補助金の一般会計

補助金のうち、新会計制度移行補助にかかります新会計移行支援業務委託契約額ベース

との差額１６０万円を減額。合計１２６万円の減額とし、水道事業収益を３億４，８０

５万３，０００円に補正となります。

３ページをごらんいただきまして、収益的支出の水道事業費用、配水及び給水費の材

料費で、水道メーターの購入費等で１００万円の減額。営業外費用の雑支出で、滞納整

理委員会での協議の結果、不納欠損とする債権を３６万７，０００円とした差額の２６

万７，０００円を増額。予備費で５２万７，０００円を減額。合計１２６万円の減額と

し、水道事業費用を水道事業収益と同額の３億４，８０５万３，０００円に補正するも

のでございます。

以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第３０ 第２４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３０、第２４号議案、平成２５年度神河町下水道事業会

計補正予算（第３号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）でございまして、

補正予算（第２号）以降に補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

補正の内容は、予算第３条の収益的収入、下水道事業収益の営業収益で３２４万４，
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０００円の増額、営業外収益で１６０万円の減額で、合計１６４万４，０００円の増額。

収益的支出、下水道事業費用の営業外費用で２３万円の増額、予備費で１４１万４，０

００円の増額で、合計１６４万４，０００円を増額。収益的収入及び支出の予定額を６

億１，３６３万円に補正するものであります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） それでは、第２４号議案の提案理由並びに内容につい

て御説明申し上げます。

本議案は、平成２５年度神河町下水道事業会計補正予算（第３号）でございまして、

補正予算（第２号）以降に補正要因の生じたものについて補正するものでございます。

予算第３条、２ページをごらんいただきます。収益的収入、下水道事業収益のその他

営業収益、雑収益で、新規加入の９口分３２４万４，０００円の増額。営業外収益で、

他会計補助金の一般会計補助のうちで新会計制度移行補助に係る新会計移行支援業務委

託契約額ベースとの差額１６０万円を減額し、合計１６４万４，０００円の増額。

３ページをごらんいただきます。収益的支出、下水道事業費用の営業外費用、その他

雑支出で、滞納整理委員会での協議の結果、不納欠損とする債権を３３万円とした差額

の２３万円を増額。予備費で１４１万４，０００円の増額で、合計１６４万４，０００

円を増額し、収益的収入及び支出の予定額を６億１，３６３万円に補正するものでござ

います。

以上で詳細説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第３１ 第２５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３１、第２５号議案、平成２５年度公立神崎総合病院事

業会計補正予算（第４号）を議題といたします。

上程議案に対する提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２５年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第４号）でございまし

て、補正予算（第３号）以降に補正要因が生じたものについて補正するものでございま

す。
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補正の主な内容は、収益的収入及び支出において、収入では、外来収益の増額、一般

会計からの負担金の１億４，７０６万円の増額、県補助金の計上、特別利益に過年度損

益修正益を計上しております。支出では、材料費の増額、経費の増額、医業外費用の雑

支出において不納欠損処分を計上、技術員養成費を資本的支出に振りかえたため減額し

ております。

次に、資本的収入及び支出において、病院増改築工事設計委託料５，０００万円を事

業の未実施により減額、機器備品購入費において医療用画像処理システムＰＡＣＳの導

入をおくらせたため１億５，０００万円の減額、投資において収益的支出からの振りか

えで看護師修学資金貸付金を計上しています。これらにより、企業債５，０００万円減

額、他会計繰入金１億５，１８５万円を減額しております。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課副課長から御説明しますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細説明を

させていただきます。

２５号議案の３ページの予算実施計画をお願いいたします。

収入では、医業収益の外来収益で患者様１人１日当たりの単価が上がったことから、

６，０８７万６，０００円を増額し、医業外収益では一般会計からの負担金を１億４，

７０６万円増額いたしております。

補助金で、県補助金の適正な受診行動促進支援事業補助金１８万５，０００円は、病

院債への補助事業がございまして、その補助金でございます。医師事務作業補助員の導

入促進事業補助金４万円につきましては、医師事務作業補助の研修受講への補助がござ

いまして、その補助金４万円でございます。

過年度損益修正益６０万円につきましては、平成２４年度で看護師修学資金貸し付け

を、費用の項目であります医療技術員養成費で計上しておりましたが、資本的支出の投

資に振りかえるための修正益でございます。

４ページをお願いいたします。支出の主な補正といたしましては、１款病院事業費用、

１項医業費用の２目材料費の薬品費１億４，９６７万２，０００円、２節の診療材料費

１億９，０６０万５，０００円は、利用薬品、材料の増に伴う補正でございます。

３目経費の光熱水費５００万円の増は、電気の単価の増と水道使用の量がふえたこと

によるものでございます。燃料費の７８万２，０００円の増は、燃料単価の増によるも

のでございます。賃借料では、寝具の借り上げ料２００万円は、ユニホームの更新で単

価が上がったことによるものと、事務器賃借料につきましてはコピーの使用量がふえた

ことによるものでございます。委託料の業務改善委託料２９４万円の減は、公営企業会
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計制度の支援事業の見積もりによります減額でございます。雑費につきましては、当院

がＤＰＣと言われています診断群分類包括評価方式をとっているために、入院中の患者

様が他の医療機関に行かれた場合は、その医療費を当院が負担することとなっているも

のでございまして、その分の６４万１，０００円の増額でございます。

２項医業外費用、５目雑支出は、不納欠損処分８件で５８万６，０００円でございま

す。

次、６ページでございます。６ページの技術員養成費の３００万円の減は、資本的支

出の投資に振りかえたものでございます。

７ページでございます。７ページの収入の資本的収入の企業債につきましては、北館

改築の設計業務を行わなかったための５，０００万円の減額でございます。

２項の負担金交付金は、医療用画像システムＰＡＣＳの整備を行わなかったことによ

る減額１億５，０００万円と、公益企業会計制度の改正に伴うコンピューターシステム

の更新の見積もりをとりました減額分でございまして、その負担分の１８５万円の減額

で、１億５，１８５万円の減額でございます。

ここでちょっと戻っていただきまして、３ページの医業外収益の他会計負担金がここ

で１億４，７０６万円ふえております。ふえておりまして、先ほどの資本的収入及び支

出の収入で１億５，１８６万円減っておりますので、一般会計のほうではこの差額を４

７９万円の減額ということで補正をさせていただいているところでございます。

続きまして、８ページでございます。８ページの資本的支出の１項建設改良費の１目

の病院増改築事業費５，０００万円は、先ほど申し上げました減額は北館工事の設計を

行わなかったことによるものでございます。

資産購入費の１億５，０００万円の減額は、北館の建設を行わなかったために、二重

投資を避けるために、医療用画像システムＰＡＣＳの整備を行いませんでしたので、そ

の分の１億５，０００万円の減額でございます。

３項の投資につきましては、収益的収支の医療技術員養成費に置いていたものの振り

かえで、看護師修学資金１名６０万円の４名分でございます。

以上が詳細説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑につきましては、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

日程第３２ 第２６号議案から第３８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３２、第２６号議案から第３８号議案、平成２６年度各

会計予算を一括議題といたします。

町長の所信表明並びに第２６号議案、平成２６年度一般会計予算の提出者の説明を求

めます。

なお、お手元に藤原日順議員より作成していただきました、款別、節別の集計表を配
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付いたしておりますので、参考にしていただきたいと思います。

それでは、町長、お願いします。

町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、平成２６年度神河町一般会計外１２件の予算審議を

お願いするに当たりまして、議員各位並びに町民の皆様に、私の町政に対する所信を申

し上げたいと思います。

一般会計予算説明資料をお開きいただきたいと思います。

まず初めに、国の平成２６年度予算編成の基本方針は、社会保障を初めとする義務的

経費を含め、聖域なく予算を抜本的に見直した上で、経済成長に資する施策に重点化を

図り、新しい日本のための優先課題推進枠で要望された施策を初めとして、その内容を

精査し、民間需要や民間のイノベーション、いわゆる新しい切り口、捉え方の誘発効果

が高いもの、緊急性の高いもの、規制改革と一体として講じるものを重視しつつ、真に

必要な施策に予算化を重点化するとし、経済再生を優先しています。

また、地方財政対策としては、社会保障の充実分等を含め、交付団体を初め、地方の

安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額は、平成２５年度地方財政計画を下

回らないよう実質的に同水準を確保することを基本とし、地方財政対策を講じることと

しています。

しかし、一般財源総額は、前年度比１％増の６０兆３，５７７億円ですが、地方税も

ふえているためで、地方交付税の額は１６兆８，８５５億円と、逆に１％の減額となっ

ています。

平成２６年度の地方財政計画では、４月１日からの消費税引き上げに伴い、消費税交

付金も増額となり、配当割交付金や株式譲渡所得割交付金も税の引き上げによって増額

となります。また、平成２６年度税制改正によって、自動車取得税の税率は引き下げと

なり、平成２７年１０月からは廃止となる予定でございます。

これらの状況から、交付税や交付金等は、不透明な部分もありますが、平成２５年度

の収入予定額と同額程度は確保できる見込みでございます。

次に、神河町の財政状況と課題でございます。

神河町の財政の状況は、平成１８年に公債費適正化計画を策定した中で、神河町の収

入に対する借金の返済の割合を示す実質公債費比率を、平成２５年度決算において１８

％未満とするため、これまで起債の繰り上げ償還を行い、企業債においては、安い利率

へ借りかえしました。現状では１８％未満を達成できる見込みでございます。

また、貯金であります財政調整基金の積み立ては、合併時３億円程度でありましたが、

約１３億円にふえています。

また、合併時の普通会計の職員数は１８０名でしたが、以降８年間で５１名減らして

１２９名となり、人件費は年間３億円程度減っています。

しかしながら、現在、普通交付税は２町分交付されていますが、平成２８年度から５
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年かけて約５億２，０００万円が段階的に減ることになっています。また、人口が減っ

ており、このことも交付税の減額の大きな要因となります。

これらのことは昨年も申し上げたとおりでございますが、新たな情報として、合併に

よって市町村の面積が拡大したことにより、役場支所に要する経費や保健、福祉、消防

等の割り増し費用分を地方交付税の算定に反映されることになりました。このことは明

るい見込みでございますが、措置されるのは限られた額と思われますので、なお一層の

行財政改革の取り組みは必要でございます。

合併特例期間の終了を見据え、健全で持続可能な行財政運営のため、標準的な財政規

模に近づけていく必要があります。そのため、効果の余りない事業は廃止し、効果の大

きい事業に集中していかなければなりません。

昨年の地区別懇談会において、平成２４年度神河中学校の卒業生は１４０人でしたが、

生まれた子供は５７人だけであったと報告をしました。その後、転入があり６１名とな

りましたが、平成２５年度においては、４月から今年の１月までに生まれた子供は３３

人で、年間換算しましても４０人ほどという深刻な状況となっています。

人口減少対策が最大の課題と捉え、これまでも子育て世代の支援として諸事業の展開

をしておりましたが、全職員、全町民が知恵を絞って、人口が逆にふえるような施策を

展開していかなければなりません。

町民の皆様には、お子様たちが町内に住まわれるようお勧めをいただいて、私たち職

員一同も力を合わせて、人が訪れたくなるまち、住んでみたいと思う神河の魅力を生か

したまちづくりを進めてまいります。

予算編成の基本方針でございますが、平成２６年度当初予算につきましては、「ハー

トがふれあう住民自治のまち」を目指す第１次長期総合計画の基本構想、後期基本計画

に基づく事業実施を基本とし、かつ決算委員会の提言を踏まえることとしています。

また、早期に健全な財政構造に改善していくため、職員一人一人が限られた財源の中

で創意工夫することとし、一般財源ゼロシーリングを基本として各課に枠配分をしまし

た。

次に、平成２６年度予算における重要施策について申し上げます。

第１に、安全⋞安心のまちづくりでございます。

近年、豪雨による被害が多い状況の中、平成２５年度で地域防災計画とハザードマッ

プの見直しをしました。これらを周知し、地域防災活動の徹底を図ってまいります。

また、想定外の災害が各地を襲っています。村、地域のきずなを深め、みずからの命、

一人一人の命を守るため、自助⋞共助⋞公助のまちづくりをさらに推進しなければなり

ません。

消防設備については、消防審議会で検討し、将来展望を含めて計画的に整備をしてい

ます。平成２６年度においては、耐震貯水槽３基、消防ポンプ自動車、軽四積載車それ

ぞれ１台を配備するとともに、車庫等の修繕や新設を行います。
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裏山防災補助制度については、県の治山課とも協議しながら、事業採択条件や地元負

担等についても検討をしているところで、平成２６年度中に制度化します。

橋梁については、多くが老朽化し、平成２４年度と２５年度で１５メートル以上の橋

梁６７橋について長寿命化調査をしました。平成２５年度と２６年度で、２メートル以

上１５メートルまでの１９９橋の調査をします。

なお、交通安全設備や危険箇所の改修においても、区要望事項によって取り組んでい

ますが、急を要する箇所には迅速に対応するように努めてまいります。

寺前小学校は、耐震強度はありますが、昭和５８年の建設で３０年経過しており、損

耗、機能低下等により、大規模改造が必要な時期に来ています。平成２５年度に実施設

計を済ませ、２６年度、２７年度の２カ年で実施いたします。

また、越知谷幼稚園新築と寺前小学校、長谷小学校、神河中学校の体育館天井の耐震

化改修事業については、平成２４年度繰り越し事業として平成２５年度に実施する予定

でしたが、いずれも建設材料や作業員の不足とあわせ、単価の高騰などの影響を受け、

入札辞退等により入札が再三不調となりました。したがって、再度繰り越すことができ

ないため、県教育委員会学事課との協議により、平成２６年度で再度予算化しています。

第２に、子育て⋞雇用⋞人口対策でございます。

神河町の人口が急激に減っています。人口が減ると町の活気が失われます。また、交

付税が減って町財政にも影響を与えます。何とか食いとめようと、これまで子育て世代

支援策として、妊婦健診や予防接種の補助、中学生以下の医療費無料化、縁結び事業等

を展開し、また、空き家再生事業で町外からの転入者を受け入れてまいりました。幾ら

かの効果は出ているものの、人口減を食いとめ、人口増に転じるものではなく、危機的

な状況でございます。

そこで、今年度におきましては、これまでの施策とあわせまして、若者世帯向け家賃

補助事業として、新婚世帯２年間、子育て世代５年間の最高月額２万円の家賃を補助す

る事業と、若者向け世帯の低家賃住宅、家賃４万円を想定しております。１２戸の建設

事業を実施し、若者定着促進、Ｉターン、Ｕターン者の確保に努めてまいります。

さらに、子育て支援の一環として、学校給食費無料化を検討しておりますが、今年度

におきましては、材料費値上げと消費税引き上げ分を公費で対応することとしておりま

す。

雇用対策としての企業誘致につきましては、自然や地域資源を生かした企業誘致を進

めるべく、昨年度に地区指定を行い、工場等設置奨励金や雇用促進奨励金を定めた条例

を制定し、県の地区指定を受けています。今後も地区指定をふやしてまいります。

また、大学生等のほとんどが大阪や東京等の大都市の企業に就職していますが、姫路

市など近隣市町が大企業を誘致すれば神河町も通勤圏内でありますので、若者の定住が

見込めます。それら広域での連携をしてまいります。

第３に、農林⋞商工⋞観光一体の地域振興でございます。
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神河町産米安全確保対策では、平成２５年度もカドミウム調査を実施し、湛水管理に

よって玄米カドミウム濃度を０．４ＰＰＭ以下に抑えることが検証できました。平成２

６年度も重点地域を基本に、湛水管理の重点指導を行うとともに、立毛⋞土壌調査を実

施します。

水持ちの悪い重点地域の圃場については、湛水栽培をより着実にするため、減水深調

査などを実施して、必要に応じて漏水防止剤を散布いたします。

また、土壌に含まれるカドミウムを多く吸収する植物、長香穀による土壌の改良や、

逆にカドミウムを吸収しないコシヒカリの試験栽培を行います。

多目的機能支払い交付金事業は、農地⋞水⋞保全管理事業にかわるものでありまして、

これまで地域住民を含む活動組織が施設の軽微な補修や農村環境保全に補助してまいり

ましたが、平成２６年度から農業者等で構成される活動組織への補助事業が新設されま

した。

森林機能の強化と間伐促進ですが、平成２３年の造林補助事業の改正で、大規模な集

約化の計画と間伐材の搬出が必須要件となり、従来補助対象となった小規模森林単独の

林家切り捨て間伐では補助が受けられなくなりました。集約化の計画、いわゆる森林経

営計画は、森林所有者か、実際に施業を行う者しか作成できず、計画の規模が林班でい

う平均約７０ヘクタールの２分の１以上の区域であることから、町内全体林家の９５％

を占める小規模林家も、単独ではこの計画をつくることが難しい状況で、全国的にも経

営計画を作成されている山林が少ないため、平成２６年度からは１０から３０林班の大

きさで３０ヘクタール以上の計画区域設定となるような制度改正も見込まれています。

しかし、事業の期間は平成３３年までとなっており、森林管理１００％事業では、林

齢制限も２６年から６０年とされていることから、現在、生産森林組合や小規模林家と

の経営委託契約をすることで、森林経営計画を策定し、国、県、町の造林補助事業を活

用した間伐や作業道開設の条件整備が推進できるよう、また、それらの森林施業実施体

制が整備できるように、施業受託者である森林組合と協議をしているところでございま

す。

また、補助事業の対象とならない計画策定が困難な小規模林家に間伐事業費の２分の

１を補助する町単独補助事業を平成２５年度から開始しているところでありますが、今

年度、一部見直しを行い、間伐材の搬出費用について町単独補助を拡充し、間伐促進を

図ります。また、朝来市生野町に建設予定のバイオマス発電施設等への間伐材の供給体

制整備を視野に入れ、事業を推進強化してまいります。

観光では、砥峰高原が、映画「ノルウェイの森」以降４度目のロケ地としてＮＨＫ大

河ドラマ「軍師官兵衛」の撮影が行われました。砥峰⋞峰山高原を初め、四季折々の自

然、心安らぐ高原と名水のまち⋞神河町を、カーミンの観光案内所を中心に、越知川名

水街道エリア、銀の馬車道エリア、大河内高原エリアの３つの観光エリアとの連携を強

め、観光戦略のＰＲを県内外に発信してまいります。
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商工会、観光協会、農家、林家との連携強化により、農産物の産直市場の充実を図り、

かみかわブランド開発支援事業によって特産品の開発、地産地消、６次産業化の促進を

図り、経済効果を高め、新たな雇用の創出を図ります。

また、銀の馬車道ネットワーク協議会、播磨広域連携を初め、近隣市町との連携をさ

らに強化したにぎわいづくりを推進してまいります。

第４に、公立神崎総合病院を核とした健康福祉のまちづくりでございます。

神河町の特徴である公立神崎総合病院を核とした健康福祉のまちづくりに取り組み、

誰もが生きがいと安心を感じて暮らすことができるまちづくりを目指します。介護、看

護、医療、健康福祉政策が一体となった将来構想づくりのため、現在、関係職員による

保健⋞医療⋞福祉総合政策プロジェクトチームで研究、検討をしており、３月に中間報

告を受ける予定となっていますが、各機能の連携等、研究、検討すべき事柄が不十分な

ため、さらにもう１年継続して実施してまいります。

病院の経営につきましては、全国的に過疎地、中山間地域の地域医療崩壊、自治体病

院の経営危機が叫ばれる中、それらの地域における医師不足、地域間の医療格差が露呈

してきており、大きな社会問題となっています。安定的に医師を確保し、中長期的、安

定的な健全運営を行うには、これまで以上に神戸大学、大阪医科大学、兵庫医科大学な

どの大学並びに近隣の基幹型臨床研修病院との良好な関係の保持と連携強化策が必要不

可欠であります。

また、病院を有していることを生かし、地域住民のために、他町にはない医療⋞保健

⋞福祉政策の充実を目指さなければなりません。

なお、経営の健全化の観点から検討していました医薬分業については、消費税増税を

前に本年２月から開始しています。

また、南小田小学校跡地に誘致しました小規模多機能施設とサービスつき高齢者賃貸

住宅の受け入れが４月から始まります。

認知症予防対策としてタッチパネル式スクリーニング検査を巡回して行い、認知症前

段階の軽度認知障害の早期発見に努め、対象者には事後教室に参加していただき、認知

症予防を図ります。また、高齢者虐待等を調査し見守るなどの、高齢者見守り支え合い

ネットワークの立ち上げに取り組みます。

第５に、財政の健全運営でございます。

財政健全化については、これまでの行財政改革等の取り組みによって、実質公債費比

率は平成２５年度決算で１８％未満となるのは確実となり、財政調整基金残高も１３億

円を上回り、改善しています。しかし、平成２８年度からの普通交付税一本算定と人口

減少に伴う税及び地方交付税の減少を見込みますと、大幅な財源不足となることは確実

です。

このような状況の中、今後はバランスと選択と集中に配慮した政策展開に努めなけれ

ばなりません。
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他の類似団体と比較すると、町独自事業が多く、観光施設や社会体育、教育施設、第

三セクター等の維持修繕費等が高額であります。今年度から２年間をかけて各施設の長

期ランニングコストや費用対効果を調査、整理し、施設の売却、廃止をも見据え、施設

のあり方の整理をしたいと考えております。

なお、特別職の給料減額は４月以降も継続してまいります。

学校跡地利用につきましては、平成２５年度で南小田小学校に福祉施設を誘致しまし

たが、その他は未定の状況となっています。全職員を初めとして多くの方々からアイデ

アを募集するとともに、ＰＰＰ官民パートナーシップやＰＦＩ民間資金⋞能力活用など

を踏まえて、原則町費の持ち出しはせずに、民間活動により、町民の方に喜んでもらえ

る利用を検討してまいります。

第６に、集落要望事業枠についてでございます。

合併以降、財政健全化と学校建設等の大きな補助事業を優先したため、各区長様から

要望されている事業が多く残っていましたが、昨年度から３年の間、各集落からの要望

に順次応えていくこととしています。今年度におきましては、一般財源ベースで８，６

００万円、事業費は１億３，１００万円を計画しています。事業の内訳は、防犯灯設置

１件、消防施設６件、交通安全施設６件、土地改良１７件、作業道補修１件、道路維持

補修２１件、道路改良３件、河川改修２件の計５７件となっております。

第７に、まちづくり基金積み立て事業でございます。

合併後の市町村が地域住民の連帯の強化、または均衡ある地域振興のために設ける基

金で、この基金の積み立てには合併特例債を借りることができ、その限度額はその他の

合併特例債事業とは別枠になっており、１０億７，９８０万円を２年間かけて積み立て

ますが、平成２６年度にはその半額の５億３，９９０万円を積み立てます。

なお、この基金は、利子の運用によって、イベント開催等による市町村の一体感の醸

成や地域行事の展開、伝統文化の継承に関する事業やコミュニティー活動、自治会活動

への助成等、地域振興のために活用できることになっています。

また、基金は基金積み立てのために借りた合併特例債の元金償還が終わった金額内で

取り崩すことができます。

第８に、廃棄物減量化であります。

中播北部クリーンセンターへの負担金は３億５，３５５万円と高額でございます。こ

れらのコスト削減のため、神河町一般廃棄物（ごみ）減量化第１期計画書を作成し、特

に生ごみゼロを目指し、コンポストの普及を計画しています。これまで１２名のモニタ

ーの方に木製コンポスト、電動式コンポストを御利用いただき、モニタリングを実施し

てまいりましたが、どちらも一長一短があるようです。今後はごみ処理コストを削減す

るため、モデル地区を設定し、住民の方々な十分な理解を得て、効果的に町内全域に普

及ができるよう検討してまいります。

続きまして、一般会計の具体的施策についてでありますが、重要施策と重複する点が
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ありますが、神河町長期総合計画後期基本計画６つの柱に沿って申し上げます。

まず、１－１、子どもたちが愛情にまもられて育つまちづくり。

その１つとして、少子高齢化はとどまることなく、合併時１万３，０７７名であった

人口も昨年１２月で１万２，３５２名と、約８年間で７２５名減っています。このまま

少子高齢化が進むと、我が町の活力は失われ、町存亡に係る大変な事態であります。

国全体の人口減少傾向ではありますが、将来を見据え、町として少子化や人口減を食

いとめるため、子育て世代の支援を重点的に行い、若者が神河町に住み続け、安心して

子供が産み育てられるよう、子育て世代の支援をしてまいります。特に所得制限のない

中学生以下の医療費無料化と学校給食を通じての食育により、子供たちの健康づくりに

積極的に取り組んでまいります。

具体的には、寺前小学校大規模改造事業２億８，４８２万円、ファミリーサポートセ

ンター事業１９万１，０００円、外国語教育推進事業、小学校への英語指導員の派遣７

２万６，０００円、外国語指導助手活用事業６１７万１，０００円、中学２年生のトラ

イやるウイーク事業１２０万円、自然学校事業２９８万円、児童虐待防止事業２０万５，

０００円、問題を抱える子ども等の自立支援事業５９６万８，０００円、幼稚園預かり

保育事業２４５万２，０００円、放課後子ども教室事業１０４万６，０００円、学童保

育クラブ事業１，１９０万３，０００円、通学合宿事業１８万２，０００円、児童セン

ター管理運営事業８８２万２，０００円、子育て学習センター事業９９７万５，０００

円、保育所運営事業１億９，２４３万２，０００円、児童手当事業１億７，２３２万円、

子ども⋞子育て会議事業２１３万５，０００円、子どもを健やかに生み育てる支援金事

業３７０万円、地域交流センター管理事業４，３９２万８，０００円、山村留学事業６

９３万２，０００円、給食センター事業８，８９８万５，０００円などでございます。

次に、１－２、誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくりであります。

高齢化率は１月末現在で３１．１８％となっていますが、高齢者だけの世帯やひとり

暮らしがふえており、雪かきやごみ捨て、買い物などにも困っている人や不安を抱えて

いる人が多くおられます。また、高齢で介護が必要な人や障害のある人、子育てや家族

の介護で悩んでいる人もおられます。行政や福祉の充実に努めているものの、個々の差

や生活上の違いから解決に至らないケースがあります。行政だけでなく介護保険事業所

等の民間福祉サービス業者や地域での助け合いとの連携が必要です。

また、幸せな家庭は家族が健康であればこそであります。そして、健康維持には病気

の早期発見、早期治療が大切です。健康診断の受診率の向上を図っていますが、やはり

大切なのは個人の健康への意識と日常生活の習慣であります。

これらに、シルバー人材センター補助事業３２２万７，０００円、老人クラブ助成事

業５５７万８，０００円、コミュニティバス運営事業８，２６６万６，０００円、特定

基本健診事業３５９万１，０００円、予防接種事業２，５９０万９，０００円、がん等

各種検診事業８９８万５，０００円、後期高齢者医療費１億９，７０６万円、社会福祉
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協議会運営補助金２，５７１万４，０００円、障害者自立支援給付事業２億４８万１，

０００円などでございます。

地球温暖化による集中豪雨と産業構造の変化による林業の衰退によって林地が荒廃し、

裏山崩壊、河川氾濫等の自然災害の発生が懸念されます。このことは長期総合計画の住

民アンケートで満足度が低く重要度が大きいものとして防災が上がっております。

砂防事業や治山治水事業、河川改修等は引き続き県に要望してまいります。また、裏

山防災補助については現在調整中ですが、平成２６年度中に制度化をしてまいります。

具体的には、姫路市消防事務委託事業１億８，３１８万円、猪篠分団ポンプ自動車１，

８３６万円、貝野分団軽四積載車４５３万６，０００円、福本分団車庫９９７万５，０

００円、上越知⋞宮野防火水槽２，３２２万、災害対策事業２９５万１，０００円など

でございます。

次に、２－１、地域風土と調和した生活⋞文化を育てるまちづくりであります。

その１つとして、神河町は道路やケーブルテレビ、下水等のインフラ整備は進んでお

りますが、その修繕や改修は必要です。高度成長時代に建設した多くの橋も点検の必要

があり、道路も舗装改修しなければなりません。

地籍調査事業は山林部調査を新田⋞作畑地区で継続実施、再調査は長谷地区の継続調

査と川上⋞栗⋞淵地区の現地調査を実施します。再調査の現地調査は平成２６年度で終

わります。

これらに、ケーブルテレビハイビジョン化整備事業９８５万９，０００円、橋梁長寿

命化修繕計画委託料６４０万円、町道片角線改良事業２，２６８万円、町道勝山線改良

事業１，５５０万円、町道種林線改良事業１，０６０万円、神崎⋞市川線支線新設事業

４，０１０万円、地籍調査事業３，９９４万５，０００円、水道事業会計補助金６，７

００万円、下水道事業会計補助金４億円などでございます。

２つ目として、清流の町を生かした企業誘致や地域優良賃貸住宅建設、空き家再生事

業にも取り組んでまいります。

これらに、地域優良賃貸住宅建設整備事業２億５，０４７万７，０００円、空き家利

活用再生事業１，３６０万円、若者世帯向け家賃補助事業４６４万３，０００円などで

ございます。

３つ目として、播磨風土記編さんから１，３００年を迎え、風土記の物語を町内外に

ＰＲをし、埴岡の里と言われる地名の由来にかかわる福本遺跡や日吉神社を観光振興に

つなげてまいります。また、町内の古文書を整理している文化財保存事業はあと数年か

かると思われますが、将来の町史編さんに向けて継続して行います。

これらに、文化財保存事業６５８万９，０００円、播磨国風土記関連事業８００万円、

池田藩陣屋跡改修整備２００万円などでございます。

次に、２－２、美しい自然を守り豊かな産業を創造するまちづくりであります。

１つ目として、地球温暖化対策を初めとする環境保全を担う森林は、水源涵養等公益
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的機能がある大切なものですが、昨今の林業経営の衰退により、それを維持するには厳

しいものがあります。人工林の間伐を個人負担なしで補助を受けるには、搬出と森林経

営計画を立てることが条件となっていますので、その救済も必要でございます。

これらに、森林管理１００％推進事業２，１６６万５，０００円、町単独間伐事業６

０４万円、多目的機能支払い交付金事業１，２９８万７，０００円、農用地土壌植物浄

化推進事業２９１万４，０００円、米安全確保対策推進事業３３７万９，０００円、シ

カ捕獲実施隊編成支援等事業１，１３４万７，０００円などでございます。

２つ目として、ごみのゼロ化を目指していますが、コンポストの普及は重要な事項で

す。今年度は住民の方々の十分な理解を得て助成事業を実施するため、住民モニターを

実施します。モニター結果を踏まえて効果のある制度の準備ができれば、補正をして年

度内に補助制度を実施します。

これらに、廃棄物減量化普及啓発事業１３７万１，０００円、生ごみ減量化モデル地

区補助金事業７４０万円、企業誘致事業１０１万５，０００円、商工振興事業２，３９

５万６，０００円などでございます。

次に、３－１、地の利を生かした交流を促進するまちづくりであります。

１点目として、神河町の越知川名水街道、銀の馬車道、大河内高原、３つのエリアに

ある多くの観光施設を生かし、町を元気にするため、１００万人の入り込み客を目指し

ます。

観光施設で販売するお土産ですが、自然薯加工製品等の特産物やカーミングッズなど

を観光協会や商工会等によりまして次々と開発されています。今年度から、かみかわブ

ランド推進事業を始めます。

また、学校法人みかしほ学園、岡野食品産業株式会社と根宇野、山田、東柏尾、杉集

落とのコラボレーションで特産品の研究に取り組んでいます。

これらに、観光協会補助等の観光経常事業１，４９５万９，０００円、観光施設管理

事業１億５３２万７，０００円、大河内高原整備事業２，９０７万６，０００円、水車

公園維持管理事業３６７万３，０００円、桜華園保育管理事業１７５万円、かみかわブ

ランド推進事業１２９万５，０００円などでございます。

次に、３－２、住民⋞地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづくりでありま

す。

その１点目として、毎月１１日は神河町の人権をたしかめる日です。住民一人一人の

人権が尊重される社会を目指し、人権意識の高揚を図るため、各集落の隣保に１人ずつ

人権文化推進委員を選任し、多くの方に人権啓発事業にかかわっていただいております。

人権啓発活動事業２８２万１，０００円、人権学習支援事業１４９万７，０００円な

どでございます。

２つ目に、公平な住民負担と公平な住民サービスの徹底でございます。

公平公正な税負担は行政運営の基本であります。納税相談を行い、債権管理条例に基
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づいて徴収体制の強化充実を図ります。また、住民サービスに地域差のないように、地

域の方々の要望、意見に耳を傾けてまいります。

これらに、徴収指導⋞相談業務委託料４５万４，０００円、ハートがふれあう地域づ

くり活動支援事業１９３万円、区長会行政事務事業１，４０２万円、うち環境美化支援

金として４００万円、まちづくり基金積み立て事業５億３，９９０万円などでございま

す。

以上でございますが、今後とも住民の皆様の声に耳を傾けて、申し上げました人口減

少対策や安全⋞安心のまちづくりなど、多くの施策達成に向け全力で邁進してまいりま

す。

次のページ、予算説明資料の１ページをお願いいたします。平成２６年度予算は、企

業会計を除く一般会計ほか９会計の合計は単純計で１１３億３，９１６万７，０００円

であります。前年度対比１０．６％、１０億８，５５９万１，０００円の増となってい

ます。この要因は、一般会計で合併特例債を使ったまちづくり基金事業５億３，９９０

万円、寺前小学校大規模改造２億８，４８２万円、地域優良賃貸住宅建設整備事業２億

５，０４８万円、越知谷幼稚園建設や寺前小学校、長谷小学校、神河中学校体育館の天

井耐震工事が入札不調となったため再度予算化した１億８３７万円の増額が影響してい

ます。

水道会計は３条支出予定額が４億１，９１５万６，０００円、４条支出予定額が１億

５，９９０万５，０００円、下水道事業会計は３条支出予定額が７億８，７６３万８，

０００円、４条支出予定額が４億４７１万４，０００円、病院事業会計は３条支出予定

額が３３億９，７７０万４，０００円、４条支出予定額が３億３，２７５万２，０００

円となっています。

以上を申し上げまして、平成２６年度の予算に対する私の所信といたします。

次に、第２６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。本議案は、平成２６年度神河町一般会計予算でござい

ます。歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ８３億４，４６０万円と定めております。

前年度当初予算に比較して１４．２％、額にして１０億４，０５０万円の増額でござい

ます。

歳入の主なものでございます。町税は１９億８，３２２万８，０００円、前年度比マ

イナス１．８％、額にして３，６９７万９，０００円の減と見込んでおります。譲与税、

各交付金ですが、前年度見込みと地方財政計画により計上しております。地方交付税は、

普通交付税は基準財政収入額、需要額を推計し、２６億６，５９０万円を見込み、前年

度対比１．１％増としています。特別交付税は昨年と同額の３億円を見込んでおります。

分担金、負担金は６，２３０万５，０００円でございます。使用料、手数料は２億３，

４９３万５，０００円で、ケーブルテレビ使用料、手数料、プール使用料が減額してお

ります。国庫支出金は６億３５５万５，０００円で、２億６，１６４万５，０００円ふ
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えております。県支出金は４億７，０３１万４，０００円で、選挙費補助金が減ってお

ります。町債は１４億３，３５０万円、まちづくり基金事業債、義務教育債がふえ、臨

時財政対策債が減っています。

続いて、歳出の主なものでございます。一般会計全体の給与費ですが、平成２５年度

当初と比較しまして職員数は前年度対比１名減で、特別職３名を含み１２８名、給料額

は５億３，４４５万８，０００円、職員手当は２億７，１２９万４，０００円、共済費

は１億７，４６４万１，０００円、合計で９億８，０３９万３，０００円でございます。

昨年度に引き続き町長の給料月額を２０％削減する措置は継続し、副町長は１５％、教

育長は１０％削減いたします。

款別に、重立ったものを前年度対比中心に申し上げます。３ページをお願いします。

議会費は９，４９６万円で４．６％減であります。総務費は１５億４，４２８万円で５

６．５％増、まちづくり基金積み立て事業等がふえています。民生費は１３億４万１，

０００円で５．５％増、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時給付金等がふえています。衛

生費は１５億２，５３９万１，０００円で１０．３％の減、公立神崎総合病院会計補助

金等が減っています。農林水産業費は４億４，１６５万６，０００円で５．９％の増、

森林整備地域活動支援交付金、広域基幹林道負担金等がふえています。商工費は２億４，

４７３万５，０００円で１４．４％増、ヨーデルの森施設改修、グラウンドゴルフ場整

備工事等がふえています。土木費は５億５，９２６万８，０００円で３６．８％増、地

域優良賃貸住宅整備事業等がふえています。消防費は３億９１３万円で３．７％の増、

姫路市消防ポンプ自動車負担金等がふえています。教育費１１億７，１７８万９，００

０円で４８．６％増、寺前小学校大規模改造事業と越知谷幼稚園建設等を再度予算化し

たことなどによって増額でございます。公債費は１１億４，８３４万９，０００円で０．

５％減、元金が１０億１，１８９万８，０００円、利子が１億３，６４３万８，０００

円、公債諸費が１万３，０００円でございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） どうも御苦労さまでございました。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。

一般質問の締め切りを、あす５日午前９時といたしております。それのために整理の

時間を確保いたしたいと思います。そういった意味で、総務課特命参事の詳細説明はあ

すに持ち越したいと思います。

日程の途中ですが、本日の会議はこれで延会いたしたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

－８２－



○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。

本日はこれで延会することに決定しました。

次の本会議は３月５日午前９時再開といたします。

本日はこれで延会いたします。どうも御苦労さまでした。

午後３時５１分延会

－８３－


